
第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　３年間の実施状況及び総括（成果・課題等）

施策の方向Ⅰ　広報・啓発、学習への支援及び市民活動への支援  ３年間の自己評価（A～Cの５段階評価で入力）
達成度＝A：目標を大きく上回って達成　B：目標を上回って達成　C：ほぼ目標どおり　D：目標を下回った　E：事業の廃止
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⑧所管
局

⑧所管
課

① 　かわさき子ども
の権利の日（11
月20日）の前後
の期間において、
市民参加のもと、
かわさき子どもの
権利の日事業をは
じめとした子ども
の権利についての
広報・啓発事業を
実施します。

５条

1
かわさき子どもの
権利の日事業

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第5条
に定める「かわさき子どもの権利の日」（11月20日）
事業として、各区を巡回したイベントの実施等を通して
広く子どもの権利について市民等の関心と理解を深めま
す。

■事業概要：学校、ＰＴＡ、青少年団体等で構成する実
行委員会を中心に、市民と行政で協働し、子どもが参加
して、子どもの権利をおとなも子どももともに体験でき
るような、子どもの権利の日の趣旨にふさわしい事業を
１１月２０日（かわさき子どもの権利の日）前後１か月
に実施します。

　「かわさき子どもの権利の日のつどい」を多摩市民館で開
催しました。新型コロナウイルス感染症対策のために事前申
し込み制で21名の参加があり、後日、市のYouTubeチャン
ネルに講演会動画を投稿するなど、イベントを通じて子ども
の権利について普及啓発を行いました。
　「市民企画事業」では市内を拠点に活動をする12団体の
参加が得られ、市内各地やオンラインでイベントが開催され
ました。また市立図書館に依頼して子どもの権利に関する図
書コーナーを設置し展示や紹介等も行うことで、つどい参加
者以外にも子どもの権利を広く知ってもらう機会となりまし
た。

　「かわさき子どもの権利のつどい」を川崎市男女共同参画
センターで午前に親子向けイベント、午後に講師を招き大人
向けの講演を行いました。イベントを通じて、子どもの権利
について普及啓発を行うことができました。今年度は、新型
コロナウイルス感染症対策のために事前申し込み制かつオン
ラインライブ配信も併用しました。また、前日及び同日に
「子どもの権利条約フォーラム2021inかわさき」と共催
し、川崎市全体にとどまらず全国に向けて子どもの権利につ
いて発信を行いました。
　「市民企画事業」では、市内を拠点に活動をする1９団体
の参加が得られ、市内各地やオンラインでイベントが開催さ
れました。また市立図書館に依頼して子どもの権利に関する
図書コーナーを設置し、展示や紹介等も行うことで、イベン
トの参加者以外にも子どもの権利を広く知ってもらう機会と
なりました。

　「かわさき子どもの権利のつどい」を麻生市民館で行いまし
た。メインイベントとして大会議室で午前は子どもの権利に関す
る映画上映会、午後はCAPワークショップを行いました。諸室で
も様々な企画を実施し、イベントを通じて、子どもの権利につい
て普及啓発を行うことができました。
　「市民企画事業」では、市内を拠点に活動をする1４団体の参
加が得られ、市内各地やオンラインでイベントが開催されまし
た。また市立図書館と子ども夢パークと連携して、子どもの権利
に関する図書コーナーの設置や、子どもの権利の掲示物の作成等
を行うことで、つどいの参加者以外にも子どもの権利を広く知っ
てもらう機会となりました。

　毎年異なる区で「かわさき子どもの権利の日のつどい」を開催
してきたことと、チラシや市政だより等で広報を重ねてきたこと
で市民に広く子どもの権利について認識されるようになり、新規
団体の参加も増えてきました。
　新規団体の参加が増えてきて子どもの権利やつどいについて認
識されるようになってきた一方で、参加者数をさらに増やすため
の効果的な広報の仕方としては改善の余地があると思われます。
また参加団体が増えてきたことから改めて「子どもの権利条例」
との関連性について整理をする必要があります。「子どもの権利
条例」があることやその内容を知っている人が増えているので、
その一つ一つについて考えてもらえるよう取り組みます。

C
こども
未来局

青少年
支援室

② 　条例の認知度を
上げるとともに子
どもの権利に関す
る理解と関心を深
めるため、条例や
子どもの権利の内
容について、親子
向けイベントでの
啓発活動等さまざ
まな媒体や手法を
用いて子どもやそ
の保護者に対して
広報・啓発事業を
実施します。

６条

2

子どもの権利に関
する条例のパンフ
レットやパネル等
による広報

■目的・目標：条例パンフレット等の配布を通じて、市
内学校の生徒や子育て施設の児童及び職員に川崎市子ど
もの権利条例を周知し、理解を深めます。

■事業概要：条例理解のためのパンフレット等の小学
校、中学校、高校を通じた児童生徒への配布や、各種親
子向けイベントで条例説明等でのパネルの出展などによ
り、子どもやその保護者に子どもの権利についての認識
を深めてもらいます。

　11月20日の「かわさき子どもの権利の日」に合わせ、低
学年にも分かりやすいマンガ入りリーフレットを市内小学校
全児童に87,456部一斉配布しました。また、条例パンフ
レットを中学校、高等学校の全学級及び保育園等、市内子育
て関連施設に9,501部を配布し、子どもの権利についての広
報・啓発を行いました。なお、パンフレット等の一斉配布に
あたっては校長会にて子どもの権利について説明しました。

　11月20日の「かわさき子どもの権利の日」に合わせ、分
かりやすいマンガ入りリーフレットを市内小学校・中学校・
高等学校の全児童生徒に142,330部一斉配布しました。市
内全小学校114校の新１年生向け学校説明会の際に17,570
部配布しました。
　また、２種類あった条例パンフレットを統合し、学校及び
保育園、子育て関連施設に7,221部を配布し、子どもの権利
についての広報・啓発を行いました。なお、パンフレット等
の一斉配布にあたっては校長会にて資料配布し、依頼しまし
た。

　11月20日の「かわさき子どもの権利の日」に合わせ、分かり
やすいマンガ入りリーフレットを市内小学校・中学校・高等学校
の全児童生徒に143,950部一斉配布しました。市内全小学校
114校の新１年生向け学校説明会の際に16,085部配布しまし
た。
　また、条例パンフレットを、市内小学校・中学校・高等学校の
全職員及び保育園、子育て関連施設に14,186部を配布し、子ど
もの権利についての広報・啓発を行いました。なお、パンフレッ
ト等の一斉配布にあたっては校長会にて資料配布し、依頼しまし
た。
　そのほか、今年度は民生委員の改選に合わせて1,525部一斉配
布しました。

　毎年同時期に配布することで「かわさき子どもの権利の日」を
意識する良い機会となっています。また小学校就学のタイミング
でも配布するようにしたことで保護者に対して改めて子どもの権
利を知らせることにもつながり、認知度が高まっています。
　子どもだけでなく大人向けにも広く子どもの権利について関心
を持ってもらうための効果的な広報の仕方を検討する必要があり
ます。

C
こども
未来局

青少年
支援室

3
川崎市子ども会議
（広報）

■目的・目標：川崎市子ども会議の紹介と子ども委員を
増やすことをめざします。

■事業概要：川崎市子ども会議の活動内容や委員募集等
についてポスター、チラシ、ホームページなどにより広
報を行います。

　川崎市子ども会議の委員募集については、ポスター・チラ
シを作成し、市内の各公立小中学校・私立学校やこども文化
センター等に幅広く配布しました。４年生以上と特別支援学
級の教室掲示用にポスターも配布しました。配布時期は休校
中を避け、学校再開に合わせて7月にしました。さらに、
ホームページ上に募集の案内や活動の様子などを掲載してき
ました。

　川崎市子ども会議の委員募集については、ポスター・チラ
シを作成し、市内の各公立小中学校・私立学校やこども文化
センター等に幅広く配布しました。４年生以上と特別支援学
級の教室掲示用にポスターも配布しました。配布時期は新年
度の学校生活が落ち着いた５月にしました。さらに、ホーム
ページ上に募集の案内や活動の様子などを掲載してきまし
た。

　川崎市子ども会議の委員募集については、毎月実施している定
例の会議に加えて、新たにカワサキ☆Ｕ１８を開催し、１回でも
参加できる機会を設けたことで、幅広い子どもの参加を得られま
した。
　また、定例会義についても、子ども委員がデザインしたポス
ターの作成や定例会義の様子をＨＰに掲載するなど行ったこと
で、新規の子ども委員が加入しました。

　幅広い子どもの意見表明を担保する参加形態と子どもの意見を
まとめていく参加形態など、目的と子どものニーズに合わせた参
加形態を組合せて、一連のしくみとしたことで、多くの子どもた
ちに子ども会議を広報することができました。

B
教育委
員会事
務局

地域教
育推進
課

4 権利学習派遣事業

■目的・目標：「川崎市子どもの権利に関する条例」第
７条に基づき、学校教育及び家庭教育の中で、子どもの
権利についての学習が推進されることを目的・目標とし
た取組を行います。

■事業概要：小学校２～４,6年生及び中学生を対象に、
子どもが暴力や権利侵害から自分を守る方法を身につけ
る「子どもワークショップ」を行う講師を学校に派遣し
ます。

　「子どもワークショップ」を行う講師派遣を希望する小学
校16校、中学校2校の合計18校に対して、延べ　366名の
講師を派遣しました。実施校においては、ロールプレイを中
心とした参加型の学習を行い、暴力や権利侵害から自分を守
る方法を身につけるとともに、「安心・自信・自由」の３つ
のキーワードから、自分や他者にとって大切な権利とは何
か、また、相談の大切さについて理解を深めることができま
した。実施校は大人のワークショップも開催しています。
　さらに、教職員への周知を目的に、ライフステージに応じ
た研修や、人権尊重教育推進担当者研修において、条例の趣
旨等を理解するための講話を引き続き実施しました。

　「子どもワークショップ」を行う講師派遣を希望する小学
校23校、中学校2校の合計25校に対して、延べ321名の講
師を派遣しました。実施校においては、ロールプレイを中心
とした参加型の学習を行い、暴力や権利侵害から自分を守る
方法を身につけるとともに「安心・自信・自由」の３つの
キーワードから、自分や他者にとって大切な権利とは何か、
また、相談の大切さについて理解を深めることができまし
た。実施校は大人のワークショップも開催しており、オンラ
インで実施するなどの工夫を行っています。
　さらに、教職員への周知を目的に、ライフステージに応じ
た研修や、人権尊重教育推進担当者研修において、条例の趣
旨等を理解するための講話を引き続き実施しました。

　「子どもワークショップ」を行う講師派遣を希望する小学校21
校、中学校3校、特別支援学校1校の合計25校に対して、延べ
282名の講師を派遣しました。実施校においては、ロールプレイ
を中心とした参加型の学習を行い、暴力や権利侵害から自分を守
る方法を身につけるとともに「安心・自信・自由」の３つのキー
ワードから、自分や他者にとって大切な権利とは何か、また、相
談の大切さについて理解を深めることができました。公費で２回
実施したCAP大人プログラムと関連付けることで、学校でCAPに
取り組みやすくなる体制を整備しました。さらに、「性の多様性
プログラム」として、性的マイノリティの当事者団体を講師に招
き、ありのままの自分でいる権利等を学ぶ新たなメニューを試行
し、２１校で実施しました。
　さらに、教職員への周知を目的に、ライフステージに応じた研
修や、人権尊重教育推進担当者研修において、条例の趣旨等を理
解するための講話を引き続き実施しました。

　大人のワークショップの開催方法を工夫するなどして、継続し
て子どもの権利学習派遣事業を開催することで、「安心・自信・
自由」をもとに具体事例を通して、大人も子どもも子どもの権利
を学ぶことができました。また、このワークショップを通して悩
んでいることを誰かに相談することの大切さを学ぶこともでき、
いじめや虐待の早期発見につながっています。
　また、「性の多様性プログラム」を実施することで、性的マイ
ノリティの児童生徒に関する相談の増加等の課題に対応しまし
た。

B
教育委
員会事
務局

教育政
策室

5 人権尊重教育実践
集録の作成

■目的・目標：各学校が人権尊重教育の推進する際の参
考資料として活用を図ることを目的・目標としていま
す。

■事業概要：研究推進校の実践を含めた市立学校の年間
の実践活動や人権教育に関する研究大会や行事等の内容
を掲載した「人権尊重教育実践集録」を作成し、各学校
に配布します。

　「子どもの権利学習の実践報告」や「子どもの権利の日の
つどい」に関する記事を人権尊重教育実践集録に掲載し各学
校に配付しました。

　令和2年度の実践収録に、新たに「子どもの権利学習の授
業」の章を設け、「コロナ禍の今こそ「子どもの権利」を大
切に」「子どもの権利学習実践報告」を掲載し、各学校に配
布しました。

　「子どもの権利学習の実践報告」や「子どもの権利の日のつど
い」に関する記事を人権尊重教育実践集録に掲載し各学校に配付
しました。

　「子どもの権利学習の実践報告」等を紹介することで、権利学
習の取組例や活動の周知を図ることができました。
　児童生徒には「参加する権利」があることやそれに関連した
「子ども会議」の活動について理解を図るために、教職員に継続
して伝えていく必要があります。

C
教育委
員会事
務局

教育政
策室

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

③ 　親等による家庭
教育の支援、「子
どもの権利に関す
る週間」をはじめ
とする学校教育、
市民館での人権学
習等の社会教育に
より、子どもの権
利に関する意識の
普及等を推進しま
す。

７条

6
かわさき共生＊共
育プログラム

■目的・目標：子どもたちの豊かな人間関係をつくり、
いじめ・不登校の未然防止を図るための事業を実施しま
す。

■事業概要：市内公立学校において、いじめ・不登校の
未然防止として、社会性を育成する「かわさき共生＊共
育プログラム」を実施し、自分や他者の人権の尊重につ
いて理解し、よりよい人間関係を築くための方法やルー
ルなどのスキルを学び、集団づくりを促進します。

　「かわさき共生＊共育プログラム」担当者に向けて、４月
に書面開催、８月にWeb会議システムでの、研修を行いまし
た。学校からの要請等により、のべ１7回の研修を開催し、
事業の啓発の継続と広報に努めました。
　コロナウイルス感染症による臨時休業後の子どもたちの心
のケアと同時に、偏見や差別の問題、命の大切さについて考
えることができるエクササイズを紹介しました。「個性の違
いを認められる」ことや「自分を表現し、その意見が尊重さ
れ、仲間と分かち合うことができる」等、子どもの権利につ
ながるエクササイズで、学校における児童生徒の社会性の向
上に向けた取組を支援しました。

　「かわさき共生＊共育プログラム」担当者に向けて、４月
と８月にWeb会議システムでの、研修を行いました。学校か
らの要請等により、のべ３８回の研修を開催し、事業の啓発
の継続と広報に努めました。
　新型コロナウイルス感染症による子どもたちの心のケアと
把握のために、１人１台配付したＧＩＧＡ端末を活用して効
果測定アンケートを実施しました。
　また、昨年度に引き続きコミュニケーションのとりにくい
状況の中でも、「個性の違いを認められる」ことや「自分を
表現し、その意見が尊重され、仲間と分かち合うことができ
る」等、子どもの権利につながるエクササイズを紹介し、学
校における児童生徒の社会性の向上に向けた取組を支援しま
した。

　「かわさき共生＊共育プログラム」担当者に向けて、４月と８
月に集合形式での研修を行いました。学校からの要請等による研
修も開催し、事業の啓発を継続するとともに「教育だより」など
を活用した広報に努めました。
　本年度初めて、社会状況の変化による児童生徒への影響を踏ま
え、全市立学校で「川崎市SOSの出し方・受け止め方教育」を子
どもの権利条例も紹介しながら全市立学校で１時間実施しまし
た。また、引き続きコミュニケーションのとりにくい状況の中で
も、「個性の違いを認められる」ことや「自分を表現し、その意
見が尊重され、仲間と分かち合うことができる」等、子どもの権
利につながるエクササイズを紹介し、学校における児童生徒の社
会性の向上に向けた取組を支援しました。

　「かわさき共生＊共育プログラム」における、いじめ・不登校
未然防止や人権プログラム等を充実させ、新たに「SOSの出し
方・受け止め方教育」のエクササイズを追加しました。教職員の
採用前研修では「子どもの権利に関する条例」から考える「あな
たの大切だと思う権利はどれ？」を紹介するなど、教職員の条例
についての理解を深める取組を行いました。
　教職員・児童生徒ともに自分や他者の人権尊重の理解につなが
る取組の充実に努めていますが、子どもたち一人一人の把握に努
め、子どもの心に寄り添う相談体制づくりや、意識の醸成には、
まだ課題があると捉えています。学校支援を継続し、子どもの権
利の保障につなぎたいと考えています。

B
教育委
員会事
務局

教育政
策室

7 川崎市子ども会議
（権利学習）

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の子ど
もへの理解促進をめざします。

■事業概要：川崎市子どもの権利に関する条例に基づい
て開催される川崎市子ども会議において、条例や子ども
の権利についての学習を支援します。

　川崎市子ども会議では、条例の意見表明権（参加する権
利）を具現化するために、テーマを設定し子どもたち自らが
活動を進めてきました。子どもたちが意見を表明しやすい雰
囲気を会議の中で醸成できるよう、あらかじめサポーターを
含め会議の内容や進め方について確認をして実施しました。
今年度は、南砺市で開催された「子どもの権利フォーラム
20２０」にオンラインで参加し、他都市の子どもたちとの
交流を通して「子どもの権利」に対する理解や活動の様子に
ついての情報交換をすることができました。

　川崎市子ども会議では、条例の意見表明権（参加する権
利）を具現化するために、今年度は３つのテーマを設定し子
どもたち自らが活動を進めてきました。子どもたちが意見を
表明しやすい雰囲気を会議の中で醸成できるよう、あらかじ
めサポーターを含め会議の内容や進め方について確認をして
実施しました。今年度は、本市で開催された「子どもの権利
条約フォーラム2021inかわさき」に参加し、他都市や市内
の子ども団体との交流を通して「子どもの権利」に対する理
解や活動の様子についての情報交換をすることができまし
た。

　定例会議で「子どもの権利」や条例について話し合う機会を設
けてたほか、「子どもの権利条約フォーラム」に参加するなど、
子どもの権利について、活発な意見交換が行われました。
　また、「子どもの権利」inフロンパークに、参加するなど、子
どもの権利の啓発活動にも取り組みました。

　川崎市子ども会議の活動にあたっては、常に子どもの権利を念
頭に取り組んでおり、権利学習とあわせて子どもの権利が守られ
ていることを実感することで、より深い関心と理解を促すことが
できました。

C
教育委
員会事
務局

地域教
育推進
課

計画期間の取組内容

(１)子どもの権利に関す
る広報

　子どもの権利について
の関心と理解を深めるた
めに、子どもの権利に関
する広報・啓発事業等を
市と市民の協働のもとに
行います。
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推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

④ 　学校や施設の職
員、行政職員をは
じめとする子ども
の権利保障に関係
するすべての者が
条例について十分
に理解し、子ども
の権利に関する認
識を深めるため
に、条例の意義や
権利保障のあり方
等についての研修
を行います。

７条

8
家庭・地域教育学
級、家庭教育推進
事業

■目的・目標：子どもの健全な成長と子どもの権利の理
解促進をめざします。

■事業概要：教育文化会館や市民館及び学校において、
子どもの理解や親の役割及び家庭環境や社会環境をめぐ
る諸問題についての学習機会の提供や啓発のためのイベ
ント等を実施します。

　子どもの理解を深め、親や家庭の役割を考えるとともに、
親同士の関係作りを図る場である「ＰＴＡ家庭教育学級」の
開催に向けた支援を行い、５４校で開催しました。また、教
育文化会館や市民館で「家庭・地域教育学級」を開催しまし
た。更に、企業等との連携による家庭教育事業を実施しまし
た。

　子どもの理解を深め、親や家庭の役割を考えるとともに、
親同士の関係作りを図る場である「ＰＴＡ家庭教育学級」の
開催に向けた支援を行い、８５校で開催しました。また、教
育文化会館や市民館で「家庭・地域教育学級」を開催しまし
た。更に、企業等との連携による家庭教育事業を実施しまし
た。

　子どもの理解を深め、親や家庭の役割を考えるとともに、親同
士の関係作りを図る場である「ＰＴＡ家庭教育学級」の開催に向
けた支援を行い、１１１校で開催しました。また、教育文化会館
や市民館で「家庭・地域教育学級」を開催しました。更に、企業
や地域団体等との連携による家庭教育支援講座を実施しました。

　子どもの理解が深まり、親や家庭の役割を考えるきっかけにな
りました。子どもを理解するに当たり、子どもがもつ権利を知っ
てもらうことを心がけました。
　家庭教育はすべての教育の出発点であることから、既存事業に
参加できない家庭へのアプローチを続ける必要があります。

C
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

9 平和・人権・男女
平等推進学習

■目的・目標：平和や人権の尊重、子どもの権利に関す
る理解促進をめざします。

■事業概要：教育文化会館や市民館において、共に生き
る地域社会の創造をめざして、学習事業を実施します。

　平和・人権学習は、教育文化会館・市民館（地区館7館）
において、各館1事業(複数回の講座)以上を開催するものと
しています。令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、年度前半の事業実施を見合わせていました
が、パーテーション設置等の対策を講じるとともに、講座規
模の縮小（１コマの時間数を減等）やICT活用をするなど工
夫をしながら、令和２年度については５館で１事業２館で2
事業、計９事業(９講座)を開催し、延べ５１１名が参加しま
した。
　事業内容としては、障がい者、環境、戦争、ＬＧＢＴ、平
和などのテーマを取り上げました。

　平和・人権・男女平等推進学習は、教育文化会館・市民館
（地区館7館）において、各館1事業(複数回の講座)以上を開
催するものとしています。人権、戦争、性教育、子育て、男
女共同参画などのテーマで、教育文化会館・６市民館におい
て、平和・人権・男女平等に関する講座を16講座開催し、
延べ659名が参加しました。なお、新型コロナウイルス感染
症対策のため、一部の講座において、オンライン併用で開催
をしました。

　平和・人権・男女平等推進学習は、教育文化会館・市民館（地
区館7館）において、各館2事業(複数回の講座)以上を開催するも
のとしています。人権、戦争、性教育、子育て、男女共同参画な
どのテーマで、教育文化会館・６市民館において、平和・人権・
男女平等に関する講座を14講座開催し、延べ702名が参加しま
した。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、１講座が全
日程において中止となりました。

　人権の尊重に関する学習を行い、共に生きる地域社会の創造に
務めました。子どもの権利条例の存在を知ってもらい、子どもの
人権について考えるような学習プログラムを設けました。
　多様化する課題を横断的に学べるように、引き続き、平和、人
権や男女平等等に関する様々なテーマを取り上げていく必要があ
ります。

C
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

10 権利学習資料の作
成

■目的・目標：学校における子どもの権利学習を推進し
ます。

■事業概要：川崎市人権尊重教育推進会議(子どもの権
利学習検討委員会）の事業として、小学生版・中高校生
版の「子どもの権利学習資料｣を作成し、市内公立小学
校と中学校及び教職員に配布して、子どもの権利学習を
推進します。

　川崎市人権尊重教育推進会議(子どもの権利学習検討委員
会）の事業として、小学生版「かがやき」「みんな輝いてい
るかい」・中高校生版「わたしもあなたも輝いて」の子ども
の権利学習資料を作成し、市内公立学校の小学１年生と５年
生、中学１年生及び教職員に配付しました。また検討委員会
にて有識者及び学校代表者から出された意見を反映させ、子
どもの権利学習資料を活用しやすいように内容を改訂しまし
た。

　小学生版「かがやき」「みんな輝いているかい」・中高校
生版「わたしもあなたも輝いて」の子どもの権利学習資料を
作成し、市内公立学校の小学１年生と５年生、中学１年生及
び教職員に配付しました。また検討委員会にて有識者及び学
校代表者から出された意見を反映させ、子どもの権利学習資
料のカードにミシン目を入れて作成し、学校の使いやすさの
向上を図りました。

　川崎市人権尊重教育推進会議(子どもの権利学習検討委員会）の
事業として、小学生版「かがやき」「みんな輝いているかい」・
中高校生版「わたしもあなたも輝いて」の子どもの権利学習資料
を作成し、市内公立学校の小学１年生と５年生、中学１年生及び
教職員に配付しました。GIGAスクール端末を活用し、権利学習の
カードを電子化することで、授業で活用しやすくなるよう改善し
ました。

　子どもの権利学習検討委員会を年に１回開催し、有識者や教職
員から出された意見をもとに学習資料を見直しているため、GIGA
スクール端末を活用する現在の子どもの実態に合わせた取組やす
いものにすることができています。
　権利学習に関しては、カリキュラム上どの時間で行うかが明確
ではないため、各学校での具体的な取組事例を更に伝えていく必
要があります。

C
教育委
員会事
務局

教育政
策室

11 子どもの権利に関
する週間

■目的・目標：学校における子どもの権利学習を推進す
るとともに子どもの権利の理解を地域に広めていきま
す。

■事業概要：｢川崎市子どもの権利に関する週間」を中
心に、学校においては権利の学習を推進します。また、
これらの取組を保護者や地域住民に公開していきます。

　各学校において「子どもの権利に関する週間」を中心に権
利学習を実施できるよう、研修会にて指導資料の実践例を紹
介する等、指導方法を周知しました（年４回、延べ670人参
加）。｢川崎市子どもの権利に関する週間」を中心に、道
徳、学級活動、共生＊共育プログラム等において権利学習資
料を活用した学習を実施することで、保護者や地域住民の子
どもの権利についての理解を深めました。

　各学校において「子どもの権利に関する週間」を中心に権
利学習を実施できるよう、研修会にて指導資料の実践例を紹
介する等、指導方法を周知しました（年４回）。｢川崎市子
どもの権利に関する週間」を中心に、道徳、学級活動、かわ
さき共生＊共育プログラム等において権利学習資料を活用し
た学習を実施することで、保護者や地域住民の子どもの権利
についての理解を深めました。また、本市で開催された「子
どもの権利条約フォーラム2021inかわさき」に協力し、学
校に周知しました。

　各学校において「子どもの権利に関する週間」を中心に権利学
習を実施できるよう、研修会にて指導資料の実践例を紹介する
等、指導方法を周知しました（年４回、延べ723人参加）。｢川
崎市子どもの権利に関する週間」を中心に、道徳、学級活動、共
生＊共育プログラム等において権利学習資料を活用した学習を実
施することで、保護者や地域住民の子どもの権利についての理解
を深めました。

　各学校において「子どもの権利に関する週間」を中心に、道
徳、学級活動、かわさき共生＊共育プログラム等において権利学
習資料を活用した学習を実施することで、子どもだけでなく、保
護者、地域住民も子どもの権利についての理解を深めることがで
きました。
　しかし、各学校において、取組状況に違いがあるため、今後も
情報共有を行い、さらに取組やすくするための検討が必要です。

C
教育委
員会事
務局

教育政
策室

12
専門職員研修（障
害児）

■目的・目標：発達障害を含む障害やその疑いのある児
童の特性について知り適切な対応を行うために、学校や
施設の職員、行政職員等に研修を実施します。

■事業概要：障害児の自立、社会参加を促進するため研
修を実施し、職員の子どもの権利保障への意識高揚と資
質向上を図り、利用者に対して質の高いサービスの提供
を促進します。

　令和2年度は、新型コロナウィルス感染症予防のため、教
育関係、保育園、乳児院、児童養護施設からの講師依頼がな
く、令和３年２月に予定されていた市民向け講座が中止にな
るなど、研修会の実施困難な状況でした。例年、他機関と共
同で企画している「発達障害対応力向上研修」は、開催方法
に配慮しながら３回実施しました。
　児童相談所や関係機関に対して、依頼に応じて、障害児や
その疑いのある児童の評価の仕方、特徴の捉え方および具体
的支援方法について、リハ職（理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士）の視点から資料を作成してわかりやすく伝えまし
た。

　新型コロナウイルスの感染症拡大防止対策を行いつつ、保
育所・幼稚園等の職員向けには、「発達相談支援コーディ
ネータ—養成研修」を集合研修・動画配信による研修を組み
合わせて実施しました。また、行政機関職員や地域の支援機
関職員向けには、「発達障害対応力向上研修」をオンライン
開催し、職員の意識向上及びスキルアップを図りました。
  児童相談所や関係機関に対して、依頼に応じて、障害児や
その疑いのある児童の評価の仕方、特徴の捉え方および具体
的支援方法について、リハ職（理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士）の視点から資料を作成してわかりやすく伝えまし
た。

　保育所・幼稚園等職員向けに実施する「発達相談支援コーディ
ネータ—養成研修」は、今年度完全オンライン化（リアル配信・
動画配信）を図り、実施しました。また、行政機関や地域の支援
機関職員向けには、「発達障害対応力向上研修」を、研修内容に
応じてオンラインまたは集合形式（各１回、計2回）で開催し、
職員のスキルアップ等を図りました。
　また、児童相談所や関係機関の依頼に応じて、障害児やその疑
いのある児童の評価の仕方や特徴の捉え方、具体的支援方法につ
いて、リハ職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）の視点か
ら資料を作成し、わかりやすく伝えました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、一時期は予定通
り育成の取組が行えない時期もありましたが、研修実施方法や受
入れ人数等を工夫・調整することで、一定程度関係機関職員（庁
内職員を含む）のニーズに応じることができました。また、新型
コロナウィルス感染予防に配慮しながら、一時保護所や施設に訪
問してリハ職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）が評価を
行い、分かりやすく評価結果を伝えることで、児童相談所や関係
機関職員が対象児童に対する理解を深めることができ、支援に活
かしてもらうことができました。
　引き続き、地域の関係機関職員のニーズを把握するとともに、
それに応じた取組が実施できるよう、検討を進めます。

C
健康福
祉局

障害計
画課、
南部地
域支援
室

13
公民保育所等園長
職員を対象とした
研修会の開催

■目的・目標：「子どもの権利に関する条例」における
子どもの権利について公民保育所等施設長及び職員を対
象に、意識の向上及び人権尊重に基づいた保育活動の推
進を図ります。

■事業概要：公民保育所等園長職員を対象に子どもの権
利をテーマに研修や情報交換を行い、子どもへの接し方
について学ぶことで、言葉、態度による暴力、虐待、差
別の防止に努めます。

　民営保育園対象の保育士等のキャリアアップWEB研修で
も子どもの人権について考える内容を扱い、公立保育所職員
もオープン参加することで、川崎市内の子ども関係施設のよ
り多くの職員が研修を受講できるようにし、子どもの権利へ
の関心を高めることができました。また、各区で開催の保育
所等施設長会議の中で、「子どもの権利」等に関する意見交
換や研修会を実施し、「子どもの権利条例等」知識を深める
ことができました。

　民営保育園対象の保育士等のキャリアアップ研修でも人権
についての講義を入れ、公立保育所職員もオープン参加する
ことで、川崎市内の子ども関係施設のより多くの職員が研修
を受講できるようにし、子どもの権利への関心を高めること
ができました。また、全市から参加可能な課題別研修の中
で、子どもの権利等について学び、意見交換を実施し、子ど
もの権利条例等の知識を深めることができました。

　民営保育所対象の保育士等のキャリアアップ研修でも人権に関
わる内容を扱い、公立保育所職員もオープン参加することで、川
崎市内の子ども関係施設のより多くの職員が研修を受講できるよ
うにし、子どもの権利への関心を高めることができました。ま
た、全市から参加可能な保育所等職員研修の中で、子どもの権利
等について学び、意見交換を実施し、子どもの権利条例等の知識
を深めることができました。

　公民保育所等施設長および職員を対象とした各種会議や研修、
保育士等キャリアアップ研修の機会を利用し、より多くの職員が
研修を受講する機会を持ち、「子どもの権利に関する条例」にお
ける子どもの権利に対する意識向上、人権尊重に基づいた保育活
動を推進しました。
　会議や研修の機会を充実させ、継続して、子どもの権利、およ
び子どもの権利条例に関する理解の促進を図る必要があります。

C
こども
未来局

保育・
子育て
推進部

14
保育園における職
場研修（子どもの
権利）

■目的・目標：「子どもの権利に関する条例」における
子どもの権利について、職場内で意識の向上及び人権尊
重に基づいた保育活動の推進を図ります。

■事業概要：各保育所内において子どもの権利をテーマ
に職場研修を行い、子どもへの接し方について学ぶこと
で、言葉、態度による暴力、虐待、差別の防止に努めま
す。

　保育の中の人権をテーマに研修会を実施し、子どもの権利
への関心を高めることができました。子どもの権利について
学ぶことで、保護者にも配布物等を通じて子どもの守られる
権利等について啓発の機会を持つことができました。

　保育の中の人権をテーマに話し合い、身近な事例から検討
することで、子どもの権利への関心を高めることができまし
た。不適切な言葉かけや主体的な学びなど、公立保育所職員
の意見を反映し作成された冊子「保育のポイント集」を活用
し子どもの権利について学ぶことで、保護者にもおたより等
を通じて子どもの守られる権利等について伝えることができ
ました。

　各職場で園内研修等を通して保育の中の人権をテーマに話し合
う機会を積極的に設け、身近な事例から検討することで、子ども
の権利への関心を高めるとともに、職員の意識啓発につなげるこ
とができました。不適切な言葉かけや主体的な学びなど、公立保
育所職員の意見を反映し作成された冊子「保育のポイント集」を
活用し子どもの権利について学ぶことで、保護者にもおたより等
を通じて子どもの守られる権利等について伝えることができまし
た。

　保育の中の人権をテーマに研修会を実施し、冊子「保育のポイ
ント集」を活用し身近な事例を通して学ぶことで子どもの権利へ
の関心を高めるとともに、保護者にも子どもの守られる権利等に
ついて話をする機会を年に数回、継続して持つことで、さらに理
解を深めることができました。
　不適切な対応防止にむけて、職員の意識啓発につながる取り組
みの強化を図る必要があります。また、引き続き、園内で子ども
の権利について考える機会を継続的に持ち、具体的な事例の紹介
を通して保護者にも関心を持ってもらえるような働きかけを行っ
ていきます。

C
こども
未来局

保育・
子育て
推進部

15
保育園等における
職場研修（多文
化）

■目的・目標：保育園等の子どもに関わる職員が多様な
文化的背景を持つ子ども・保護者との関わり等について
の理解を深めるための研修を実施し、職員の資質向上を
図ります。

■事業概要：各保育園内において多様な文化的背景を持
つ子どもの保育をテーマに職場研修を行い、多文化保育
についての理解を深めます。

　保育所等職員が多様な文化的背景を持つ子どもとその保護
者に関する学びを深めるとともに、様々な方法で職場研修等
を行い、多文化保育についての理解をさらに深めることがで
きました。

　保育所等職員が多様な文化的背景を持つ子どもとその保護
者に関する学びを深めることで、園内の広報等にも変化がみ
られ、地域の子育て支援力の向上につながりました。

　保育所等職員が多様な文化的背景を持つ子どもとその保護者に
関する学びを深めるとともに、様々な方法で職場研修等を行い、
多文化保育についての理解をさらに深めることができました。

　保育所等職員が多様な文化的背景を持つ子どもとその保護者に
関する学びを深めるとともに、様々な方法で職場研修等を行い、
多文化保育についての理解をさらに深めることができました。
　新たな課題が生じていないか等を把握しながら、引き続き取組
を推進します。

C
こども
未来局

保育・
子育て
推進部
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推進施策
該当
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条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

④ 　学校や施設の職
員、行政職員をは
じめとする子ども
の権利保障に関係
するすべての者が
条例について十分
に理解し、子ども
の権利に関する認
識を深めるため
に、条例の意義や
権利保障のあり方
等についての研修
を行います。

７条

16 子育て支援関係者
研修

■目的・目標：地域の子育て中の親と子どもに関わる職
員が子どもの権利についてや人権尊重に基づいた支援に
ついての理解を深め、職員の資質向上を図ります。

■事業概要：子ども・子育て支援関係機関の職員等を対
象に子どもの権利に関する総合的支援に繋げるための研
修会を実施します。

　研修内容に子どもの権利について考える場面を取り入れ、
具体的な子どもとのかかわりの場面における子どもへの言葉
かけや子ども理解について振り返りを行うなど、地域の子育
て中の親と子どもに関わる職員が子どもの権利に関する学び
を深めることで、地域の子育て支援力の向上につながりまし
た。

　地域の子育て中の親と子どもに関わる職員が子どもの権利
に関する学びを深めることで、コロナ禍においても子どもの
良好な生活環境を確保するための工夫など、地域の子育て支
援力の向上につながりました。

　地域の子育て中の親と子どもに関わる職員が子どもの権利に関
する学びを深めることで、コロナ禍においても子どもの良好な生
活環境を確保するための工夫など、地域の子育て支援力の向上に
つながりました。

　地域の子育て中の親と子どもに関わる職員が、子どもの権利や
人権尊重に基づいた支援について、研修会などを通して理解を深
め、職員の資質向上を図ることができました。
　引き続き、研修を通じて子どもの権利やこれを擁護することに
ついて周知を図る必要があります。

C
こども
未来局

保育・
子育て
推進部

17
乳児院、児童養護
施設等の職員への
研修支援

■目的・目標：施設に入所した児童がより高度な支援が
受けられるよう施設職員の技術と知識の向上を図りま
す。

■事業概要：児童養護施設等の職員が積極的に子どもの
権利や子どもの相談・救済に関して理解を深められるよ
う、職員を対象としたパンフレットの提供や研修等の情
報提供を行います。

　児童養護施設等の職員が子どもの権利や子どもの相談・救
済に関して理解を深められるよう、行政や関係団体が主催す
る研修等の情報提供を行いました。また、児童相談所との連
絡会において児童の支援に関する意見交換等を行うほか、適
時、施設によって子どもの権利に関する研修を実施しまし
た。

　児童養護施設等の職員が子どもの権利や子どもの相談・救
済に関して理解を深められるよう、行政や関係団体が主催す
る研修等の情報提供を行いました。また、児童相談所との連
絡会において児童の支援に関する意見交換等を行うほか、適
時、施設によって子どもの権利に関する研修を実施しまし
た。

　児童養護施設等の職員が子どもの権利や子どもの相談・救済に
関して理解を深められるよう、行政や関係団体が主催する研修等
の情報提供を行いました。また、児童相談所との連絡会において
児童の支援に関する意見交換等を行うほか、適時、施設訪問等を
行い、子どもの権利に関する指導等を実施しました。

　引き続き・新人職員・新任職員等が配置されることが想定され
ます。児童福祉法の改正（意見表明権）も踏まえながら、児童の
権利養護については引き続き各種研修等の情報提供、施設訪問等
による指導等を行っていく必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室〔児
童福
祉〕

18 里親への研修

■目的・目標：委託された子どもが里親家庭で安心して
暮らすことができるよう、里親の資質、養育技術の向上
を図ります。

■事業概要：支援を必要とする子どもを養育する里親に
対し、里親認定時の研修や一定期間経過後の継続研修な
ど、段階に応じた研修を実施し、子どもの権利に関する
理解を深めます。

　里親認定時の研修を１８回、登録更新研修を１回、一定期
間経過後の継続研修を２回実施し、子どもの権利擁護に関す
る内容等について認識を深める機会を持ちました。

　里親制度の更なる推進に向け、里親認定前の研修実施時期
を、令和２年度より増加させ年６クールとし、研修機会の拡
充を図りました。
また、登録更新研修を１回、継続研修も２回実施し、里親登
録後の資質向上を図りました。

　里親認定時の研修を年６クール、登録更新研修を１回、一定期
間経過後の継続研修を７回実施し、子どもの権利擁護に関する内
容等について認識を深める機会を持ちました。

　里親登録を希望する者に対して、里親家庭において養育をして
いくにあたり、子どもの権利擁護についての重要性を説明し、十
分な理解を得た上で研修を修了することができました。
　今後も、子どもを委託した後も適切なかかわりが保てるよう、
権利擁護に対する概念を研修等で繰り返し伝えるとともに、広く
里親への参加を勧奨する必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室〔児
童福
祉〕

19
子どもに関わる職
員等への研修の実
施

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の第７
条「市は、家庭教育、学校教育及び社会教育の中で、子
どもの権利についての学習が推進されるよう必要な条件
の整備に努める」と定められた条文を具現化するため
に、子どもに関わる職員等に対して研修を実施します。

■事業概要：学校や子どもに関わる施設・行政職員等に
向けた研修等への資料提供や講師派遣により、子どもの
権利に関する意識を広めます。

　子どもの権利に関する条例の理解を深めることを中心とし
た内容で、講師として直接出向いて広報・啓発を行いまし
た。令和2年度から、特に、各区の保育総合支援担当と連携
し、保育園での園内研修を行いました。新型コロナウイルス
感染症の影響により、研修の実施数は大幅に減少しました
（延べ4回170人）。
　直接講師として講話する以外にも、パンフレット等を提供
しており、延べ7,972部配布し、各施設内研修等で活用して
もらいました。

　子どもの権利に関する条例の理解を深めることを中心とし
た内容で、講師として直接出向いて広報・啓発を行いまし
た。昨年度に引き続き、令和３年度も新型コロナウイルス感
染症の影響を受け、研修の実施数は一昨年に比べ減少しまし
た（延べ５回）。しかし、今年度はオンラインと対面を併用
した研修が増え、さらにYouTubeを使った配信を行ったた
め、受講者の人数は大幅に増加しました。（延べ854人）
　直接講師として講話する以外にも、パンフレット等を提供
しており、延べ5,276部配布し、各施設内研修等で活用して
もらいました。

　対面だけでなく、オンラインを併用した研修に参加すること
で、子どもの権利についての考え方を多くの職員に伝えることが
できました。
　また、小規模の研修にも参加し、ワークショップなどを取り入
れながら、身近に子どもの権利を感じられる研修が実施できまし
た。

　ワークショップを取り入れた研修は、参加者からも好評でし
た。講義形式でも、身近に子どもの権利を感じでもらえる工夫が
でき、参加者からも概ね高評価をいただいています。
　今後は、より多くの職員に周知するため、ｅ-ラーニングの実施
し、各部署で子どもの権利の視点を普及する必要があります。

C
こども
未来局

青少年
支援室

20
こども文化セン
ター・わくわくプ
ラザスタッフ研修

■目的・目標：指定管理者等の職員の子どもの権利につ
いての理解を深めます。

■事業概要：子どもの権利に関する施設職員向けの研修
の実施や、指定管理者等が研修を実施できるよう情報提
供を行い、子どもの権利についての認識を深めます。

　各指定管理者等に対し、子どもの権利条例の趣旨を踏まえ
た職員研修に継続して取組むよう指導・助言、情報提供を行
いました。
    研修の実施状況として、市主催の資質向上研修の一環とし
て、子どもの権利に関する研修を実施している他（施設関係
職員94人が参加）、その他運営法人が主催するこどもの権
利に関する内部研修を実施し認識を深めています。

　各指定管理者等に対し、子どもの権利条例の趣旨を踏まえ
た職員研修に継続して取組むよう指導・助言、情報提供を行
いました。
    研修の実施状況として、市主催の資質向上研修の一環とし
て、子どもの権利に関する研修を実施している他（施設関係
職員1943人が参加）、その他運営法人が主催するこどもの
権利に関する内部研修を実施し認識を深めています。

　各指定管理者等に対し、子どもの権利条例の趣旨を踏まえた職
員研修に継続して取組むよう指導・助言、情報提供を行いまし
た。
    研修の実施状況として、市主催の資質向上研修の一環として、
子どもの権利に関する研修を実施している他（施設関係職員118
人が参加）、その他運営法人が主催するこどもの権利に関する内
部研修を実施し認識を深めています。

　こども文化センターの事業に携わる職員の資質向上に資するこ
とができました。
　施設職員の資質向上に向け、今後も継続して各種情報提供を
行っていく必要があります。

C
こども
未来局

青少年
支援室

21
児童相談所等の職
員に対する子ども
の権利に係る研修

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第7条
第2項に基づき児童相談所等職員に対する研修を行いま
す。

■事業概要：児童相談所その他関係機関等職員へ子ども
の権利擁護、児童虐待等に関する研修を実施するととも
に、関係機関への研修講師派遣を実施します。

　児童相談所新任職員等研修（年1回・延べ３７人参加）に
て子どもの権利をテーマに研修を実施するとともに、関係機
関等への研修講師派遣を通じて、行政職員を中心に子どもの
権利意識向上を図りました。

　児童相談所新任職員等研修（年１回・延べ４１人参加）に
て子どもの権利をテーマに研修を実施するとともに、関係機
関等への研修講師派遣を通じて、行政職員を中心に子どもの
権利意識向上を図りました。

　児童相談所新任職員等研修（年１回・延べ54人参加）にて子ど
もの権利をテーマに研修を実施するとともに、関係機関等への研
修講師派遣を通じて、行政職員を中心に子どもの権利意識向上を
図りました。

　３年間を通じて、児童相談所新任職員研修にて児童相談所の他
職種の職員や区役所・支所の要対協調整担当職員への子どもの権
利に関する研修を実施してきました。また、関係機関への講師派
遣により、行政職員を中心に子どもの権利意識向上の機会を設け
ることができました。
　児童相談所や区役所・支所等で児童家庭相談業務を行うにあた
り、基礎となる子どもの権利について研修の機会を設けること
で、意識と業務の質の向上につながると考えられるため、研修を
継続し、１人でも多くの職員に参加してもらえるよう工夫してい
く必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室（事
業調整
担当）

22

公民保育施設等職
員を対象とした研
修会の開催（こど
もの権利研修）

■目的・目標：区内保育施設の職員が川崎市子どもの権
利条例の理解を深め、子どもを尊重する保育と意識を高
めることにより、資質向上を図ります。

■事業概要：区内公民保育所等職員を対象に子どもの権
利をテーマに研修で事例検討を行い、子どもへの接し方
について学ぶことで、言葉、態度による暴力、虐待、差
別の防止に努めます。

　子どもの権利についての出前講座は、要望のある保育施設
に出向き実施していますが、今年度は新型コロナウィルス感
染症により、1回実施しました。また、緊急事態宣言時には
訪問の代わりに、自園で研修ができるように3施設に資料を
送付しました。

　出前講座として3回63名に対して実施しました。実際に出
向いていけない状況の場合にはオンラインを活用し、保育・
子育て総合支援センター以外にも公立保育園が実施した講座
もありました。同じ保育園同士で活発な意見交換ができ、子
どもの権利についての理解を深めることができました。
　また「保育のポイント集」を各保育施設に配布し、～不適
切な保育を未然に防ぐために～おたより「ぽかぽか」をメー
ルで配信しました。関心を持たれる保育園が多く、英語での
発行を希望される保育施設もありました。

　川崎区内の保育園職員向けに「子どもの権利条例と保育」につ
いての研修を3回実施。40園47名参加。多文化共生に係わる研
修を1回実施。26名参加。
　公立保育園と民間保育園の合同園内研修を12回実施。82名参
加。「保育のポイント集」を活用したワークショップを実施し、
自分以外の人の様々な意見を聞きながら、子どもの権利について
考える時間を設けました。
　コロナ禍で集合しての実施が難しく、ほとんどがオンラインで
実施しましたが、保育の合間での研修の為、多くの人が参加でき
良かったとの声が聞かれました。
　合同園内研修は一方的な座学とは違い、自分自身や周りの職員
の保育観を聞くことで、より具体的で学びが深くなったと思いま
す。

　コロナ禍での3年間でしたが、オンラインツールを活用して学
びを停めることなく課題に取り組むことができました。
　令和4年12月の静岡県の保育士による虐待報道は、公民問わず
保育園にとっては大きな衝撃でしたが、そのことがきっかけとな
り、より具体的に子どもの権利と自分自身の保育を見直すことに
繋がっています。
　引き続き子どもの権利と保育について学び、実際の保育でその
学びを利かしていけるようにしていきます。
　川崎市子どもの権利に関する条例については、保育士によって
は知らない人もいるのが現実です。研修などを定期的に実施し、
丁寧に伝えていく事が必要と考えます。

C
こども
未来局

川崎区
保育・
子育て
支援セ
ンター

23

公民保育施設等職
員を対象とした研
修会の開催(こども
の権利研修)

■目的・目標：区内保育施設の職員が川崎市子どもの権
利条例の理解を深め、子どもを尊重する保育と意識を高
めることにより、資質向上を図ります。

■事業概要：区内公民保育所等職員を対象に子どもの権
利をテーマに研修で事例検討を行い、子どもへの接し方
について学ぶことで、言葉、態度による暴力、虐待、差
別の防止に努めます。

　宮前区の人材育成研修の一環で「事例検討研修」を開催し
ました。同じ年齢を担当している公民の保育所・こども園の
職員同士で、「子どもの主体的な保育」をテーマに書面にて
事例に対する意見交換をしました。子どもの主体性を尊重し
た保育実践を検討する中で、子どもへの言葉かけや関わり方
等、子どもの権利を意識した保育を学び合いました。１７園
（０歳児に１５名、１歳児に１８名、２歳児に１９名、３歳
児に１５名、４・５歳児に２１名）８８名の参加がありまし
た。

　宮前区の人材育成、保育の質向上として今年度も引き続き
人権研修を実施したました。川崎市課題別研修「子どもの権
利条約」と併せて、宮前区で作成したPP資料をもとに人権
研修をワーク形式で実施しました。新型コロナウイルスで感
染症拡大防止のため、園訪問が可能な期間が短く、デリバ
リー講座としての実施は5園（出席人数　55名）でしたが、
実施した園からは、改めてこどもの人権を考え直す良い機会
や学びとなったとの感想が多くありました。

　コロナ禍のため、オンラインを利用して人権研修を実施しまし
た。昨年度から取り入れている年齢別担当者連絡会で今年度は公
立保育園の意見を取り入れて作成した「保育のポイント集」を活
用し、子どもへの接し方や声かけ、子どもの人権について話し合
い、事例を通して意見交換しました。（延べ63園、244人参
加）また、コロナが落ち着いてからは園に直接訪問し、同じく
「保育のポイント集」を活用したワークショップ形式の園内研修
を、公立職員がファシリテーターとなって行いました。不適切保
育を未然に防ぐ対策にもなる取組となりました。

　コロナ禍で集合ができない中、始めは書面で子どもの人権につ
いて事例を通して意見交換しましたが、オンラインの活用が軌道
に乗り、画面上ではありますが顔を合わせて意見交換すること
で、より学びが深まりました。
「保育のポイント集」を活用することで、より具体的に保育の場
面でどのように子どもの人権を尊重していくか話し合えました。
　今後は、園内研修として課題のある園や出張講座を希望する園
に訪問し、園内で意見交換をするワークショップ型研修に力を入
れ、さらに子どもの人権の意識を高めていきたいです。

C
こども
未来局

宮前区
保育総
合支援
担当
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第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　３年間の実施状況及び総括（成果・課題等）

施策の方向Ⅰ　広報・啓発、学習への支援及び市民活動への支援  ３年間の自己評価（A～Cの５段階評価で入力）
達成度＝A：目標を大きく上回って達成　B：目標を上回って達成　C：ほぼ目標どおり　D：目標を下回った　E：事業の廃止

推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

④ 　学校や施設の職
員、行政職員をは
じめとする子ども
の権利保障に関係
するすべての者が
条例について十分
に理解し、子ども
の権利に関する認
識を深めるため
に、条例の意義や
権利保障のあり方
等についての研修
を行います。

７条

24

民間保育所等への
訪問や連絡会を通
じた子どもの権利
啓発活動

■目的・目標：保育施設職員や地域の子育て中の親と子
どもに関わる職員に対し、子どもの権利についての意識
向上や人権尊重に基づいた保育活動についての理解を深
めるための支援を行います。

■事業概要：民間保育所等との連絡会や訪問などを通し
て、具体的な場面を捉えながら「子どもの人権」を意識
した子どもや保護者への関わりについて理解を深めま
す。

　コロナ禍において、連絡会等を通じての取組は行えません
でしたが、民間保育所への出張講座の機会を捉えてワーク
シートを活用して、子ども一人一人を尊重した言葉かけや対
応についての学びを共有し日常保育で意識していくことの大
切さを伝えました。
　民間保育所への訪問時には、保育の状況を確認しながら人
権を意識した環境（着替えのスペースや食事場面等）に対し
て助言を行い、園長や職員の意識向上につながるようにしま
した。

　「保育のポイント集～不適切保育を防ぐために～」を民間
保育所に配布し、訪問した際に、保育のあらゆる場面で人権
を意識することが大切であることを伝えながら、園内での共
有や園内研修等での活用をすすめていきました。出張講座の
依頼を受けていましたが、コロナ禍につき実施を見送りまし
た。
相談を受けた民間保育園に対しては、園の状況を確認しなが
ら、職員が自分の保育の振り返りに活用できるよう「保育の
チェックリスト」の案内をしました。
　高津区保育内容研修（12月実施・３５園参加）では、保
護者に寄り添った保育を意識した研修内容をとおして、参加
者が日常保育において自身の保育に活かせるように学び合い
ました。

　「保育のポイント集～不適切な保育を未然に防ぐために～」
（以下、保育のポイント集）を活用したワークショップを、民間
園2園、法人１箇所で実施しました。ワークショップでは、「子
どもの権利条例」について一つ一つ確認し、併せて日頃の保育の
場面を想定しながら研修を行いました。また、公立保育所を拠点
として「保育のポイント集」を活用したワークショップを実施す
るにあたり、公立保育所においてもワークショップを実施し、併
せて若手保育士語ろう会でも「保育のポイント集」を基に、より
理解を深めるための意見交換を４回行いました。

　「子どもの権利」を大切にするとはどういったことなのか、日
常の保育の当たり前の場面から考えていく研修や啓発活動から始
まり、「保育のポイント集～不適切な保育を未然に防ぐために
～」の発行と、ポイント集活用おたより「ぽかぽか」の発行等に
より、具体的な研修ツールができたことで、年々、子どもの権利
に対する意識の向上や人権を大切にした積極的な取組が見られる
ようになってきました。
　保育施設への訪問の際に、不適切保育ではないかと思われる言
動を目の当たりにするといった場面もあり、継続した啓発活動や
状況把握に努める必要があります。

C
こども
未来局

高津区
保育総
合支援
担当

25

小学校、幼稚園、
公民保育施設等職
員を対象とした研
修会の開催（こど
もの権利研修）

■目的・目標：区内保育施設の職員が川崎市子どもの権
利条例の理解を深め、子どもを尊重する保育と意識を高
めることにより、資質向上を図ります。

■事業概要：区内小学校、幼稚園、公民保育所等職員を
対象に子どもの権利をテーマに研修で事例検討を行い、
子どもへの接し方について学ぶことで、言葉、態度によ
る暴力、虐待、差別の防止に努めます。

　区内保育施設の実務責任者である園長補佐が中心となっ
て、「子どもの人権を尊重する保育のために私たちが大切に
したいこと（自己評価チェックリスト）」を作成しました。
　このチェックリストを配布することで、５８園８００人以
上の職員一人一人が日々の保育を振り返り、自己評価するこ
とで意識や資質・専門性の向上を図り、園の保育内容の検討
や研修の材料としても取り入れることで、園全体の保育の充
実や改善につなげる取組を行いました。

　区内保育施設の実務責任者である園長補佐が中心となって
令和2年度に作り上げた「振り返りリスト～子どもの人権を
尊重する保育のために私たちが大切にしたいこと～」を、
61園１０００人以上の職員一人一人が各園で実際に使用し
て保育について振り返り、グループワークを行って日々の保
育を振り返りました。また、リスト数や内容の見直しを行っ
てわかりやすい形に整理しました。自己評価することで意識
や資質・専門性の向上を図ることができました。

　各園で振り返りリストを実際に使用し、一人ひとりが振り返る
だけでなく園全体として取り組む事により、園運営の見直しに繋
がりました。また、手ごたえを感じる一方で理想と現実のギャッ
プが課題となり、それをどのように払拭していくか討議し、園を
越えて学ぶ事ができ区全体の質に繋がりました。また、不適切保
育の報道を受け、園に訪問して子どもの人権についてのワーク
ショップを行い、改めて思いを伝え合う事で共通認識を持ち認識
を深める事ができました。

　世論として、人権を尊重する保育に注目が集まる中、振り返る
事で自信にもつながったと思います。更に意識を高めていく事は
必要だと思いますが、そこには大人の正しい知識と共に信頼関係
やコミュニケーションが大切になって来ますので、この事に関し
て多角的な意見を交わし、尊重しながら検討していく事が必要だ
と思います。

C
こども
未来局

多摩区
保育総
合支援
担当

26 体罰防止について
の意識啓発

■目的・目標：人権に対する意識を向上させ、子どもの
権利についての理解を深めながら、体罰の防止を図りま
す。

■事業概要：市内全校の教職員を対象に、人権尊重教育
の研修を実施します。

　教職員が、児童生徒に対して体罰に頼らない指導や不適切
な指導に対する未然防止策として、冊子「一人ひとりの子ど
もを大切にする学校をめざして〔11〕～体罰の根絶を目指
して＜総集編＞～」を全教職員に配付し、市立学校全校
（17９校）で研修を行いました。
　また、児童生徒指導連絡会議において、児童支援コーディ
ネーター及び生徒指導担当者を対象に、一人ひとりの子ども
を大切にした児童生徒指導の推進をテーマとして協議を行い
ました。

　教職員が、児童生徒に対して体罰に頼らない指導や不適切
な指導に対する未然防止策として、冊子「一人ひとりの子ど
もを大切にする学校をめざして〔11〕～体罰の根絶を目指
して＜総集編＞～」を全教職員に配付し、市立学校全校
（17９校）で研修を行いました。
　また、児童生徒指導連絡会議において、児童支援コーディ
ネーター及び生徒指導担当者を対象に、一人ひとりの子ども
を大切にした児童生徒指導の推進をテーマとして協議を行い
ました。
　年度末には体罰及び不適切な関わりの防止等に係る校内研
修をし実施報告書を市立学校全校（179校）から提出してい
ただき、確認しました。

　児童生徒指導連絡会議において、児童支援コーディネーター及
び生徒指導担当者を対象に、一人ひとりの特性に応じた指導や支
援の在り方をテーマとして協議を行いました。
　年度末には体罰及び不適切な関わりの防止等に係る校内研修を
し実施報告書を市立学校全校（179校）から提出していただき、
確認しました。

　
　教職員が、児童生徒に対して体罰に頼らない指導や不適切な指
導に対する未然防止策として、全職員へ研修資料を配付や体罰及
び不適切な関わりの防止等に係る校内研修を実施してきました。
また、児童生徒指導連絡会議において、児童支援コーディネー
ター及び生徒指導担当者を対象に、一人ひとりの特性に応じた指
導や支援の在り方をテーマとして協議を行ってきたことで、学校
の指導体制の強化が図れています。
　しかしながら、根絶には至っていませんので、引き続き、同僚
性をさらに高めながら、個人の意識を向上せていく必要がありま
す。

B
教育委
員会事
務局

指導課

27 人権尊重教育推進
担当者研修

■目的・目標：子どもの権利条例及び子どもの権利につ
いての理解を深めるために研修会を実施します。

■事業概要：人権尊重教育を推進する担当教職員に対し
て実践報告会や交流会などの研修を年４回実施し、権利
の学習における効果的な指導方法や学習資料の使用方法
について学びます。

　人権尊重教育を推進する担当教職員に対して年4回、人権
に関する講話や実践報告などの研修を行いました。昨年度に
引き続き、 学校全体計画を作成し、校内での組織的な人権尊
重教育の位置付けを図りました。また、権利学習における効
果的な指導方法や学習資料の使用方法等、子どもの権利条例
及び子どもの権利についての理解を深めました。

　人権尊重教育を推進する担当教職員に対して年4回、人権
に関する講話や実践報告などの研修を行いました。４回のう
ち１回は「子どもの権利条例」をテーマにして実施しまし
た。昨年度に引き続き、 学校全体計画を作成し、校内での組
織的な人権尊重教育の位置付けを図りました。また、権利学
習における効果的な指導方法や学習資料の使用方法等、子ど
もの権利条例及び子どもの権利についての理解を深めまし
た。

　人権尊重教育を推進する担当教職員に対して年4回、人権に関
する講話や実践報告などの研修を行いました。今年度は性的マイ
ノリティをテーマとして外部講師による講演を行い、子どものあ
りのままの自分でいる権利などを考える契機としました。また、
昨年度に引き続き、 学校全体計画を作成し、校内での組織的な人
権尊重教育の位置付けを図りました。また、権利学習における効
果的な指導方法や学習資料の使用方法等、子どもの権利条例及び
子どもの権利についての理解を深めました。

　人権尊重教育担当者研修においては、条例の趣旨、指導方法の
具体事例を伝えることで、子どもの権利学習を計画的に推進し、
具体的な取組について考えることができました。それらを各学校
に紹介し共有することで、子どもの権利の理解の促進を図ること
ができました。特に、講師による条例制定当時の話や性的マイノ
リティなど子どもの権利に関連の深いテーマを取り上げ、子ども
の権利について考える機会となりました。
　各学校において、取組状況に違いがあるため、今後も情報共有
を行うなど、研修等において継続して周知をしていく必要があり
ます。

C
教育委
員会事
務局

教育政
策室

28
校長を対象とした
研修会の開催
（条例理解）

■目的・目標：学校における「川崎市子どもの権利に関
する条例」についての意識の向上及び人権尊重に基づい
た教育活動の推進を図ります。

■事業概要：校長研修において、人権尊重教育を推進す
ることの重要性の認識を深めていきます。

　第３回の研修会において、子どもの権利を保障するために
人権尊重教育の動画を作成し、視聴期間を設けて各学校で視
聴しました。「川崎市子どもの権利に関する条例」について
の内容、「性的マイノリティの人権」に関する内容など、無
意識にものの見方や捉え方に偏りが出てしまうことの背景や
学校と関連諸機関とのサポート体制について研修を行いまし
た。また、日本語指導の必要な児童生徒について、日本語指
導体制の充実に向けた取組についての研修を行いました。
　「かわさき教育プラン」の基本政策Ⅱの「豊かな心の育
成」を踏まえた内容を視聴することを通して、人権を尊重し
た教育を進めていくことの重要性の認識を深めました。

　第３回の研修会において、人権尊重教育に関する講話を実
施しました。「川崎市子どもの権利に関する条例」について
の内容や「性的マイノリティの人権」に関する内容など、学
校全体で共通理解するべき事項の確認や性の多様性が尊重さ
れる「環境づくり」に必要な共通認識、関連諸機関との連携
について研修を行いました。また、日本語指導の必要な児童
生徒について、日本語指導の充実に向けた取組についての研
修を行いました。
　「かわさき教育プラン」の基本政策Ⅱの「豊かな心の育
成」を踏まえた内容を理解することを通して、人権を尊重し
た教育を進めていくことの重要性の認識を深めました。

　第３回の研修会において、人権尊重教育に関する講話を実施し
ました。「教員が人権感覚を身に付ける重要性」「川崎市子ども
の権利に関する条例」「性的マイノリティの児童生徒への対応」
等に関する内容など、学校全体で共通理解するべき事項の確認や
性の多様性が尊重される「環境づくり」に必要な共通認識、関連
諸機関との連携について研修を行いました。また、外国につなが
りのある児童生徒への対応について、日本語指導の充実や保護者
との連携に向けた研修を行いました。
　「かわさき教育プラン」の基本政策Ⅱの「豊かな心の育成」を
踏まえた内容を理解することを通して、人権を尊重した教育を進
めていくことの重要性の認識を深めました。

　市内すべての学校長に対して、学校における「川崎市子どもの
権利に関する条例」についての研修をすることで、各校における
人権尊重教育に対する意識の向上及び人権尊重に基づいた教育活
動の推進を図ることができました。
　更なる推進を図るため、内容を更新し、継続的に取り組む必要
があります。

C
教育委
員会事
務局

カリ
キュラ
ムセン
ター

29 教職員研修（子ど
もの権利）

■目的・目標：各学校での人権尊重教育の進め方、子ど
もの権利保障の在り方について学び、指導能力の向上を
図ります。

■事業概要：「子どもの心をひらく児童生徒指導研修」
として、研修会を実施します。

　本研修は夏期休業中の希望研修として１回のみ実施してお
りました。本年度はオリンピック・パラリンピックが開催さ
れることや、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参
加者の接触を伴う参加体験型の本研修については、研修を依
頼している講師と検討し、実施いたしませんでした。

　令和３年度においても新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、参加体験型研修である「子どもの心を開く児童生徒
指導研修」を実施いたしませんでした。

　本研修は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、広
い会場での実施、できる限り接触を避ける工夫等を行い夏期休業
中の希望研修として１回実施しました。研修においては、玉川大
学TAPセンターを講師として招き、人権尊重を意識した教育活動
を行うために児童生徒同士が信頼関係を築くことができる体験型
で実施しました。

　本研修は、コロナ禍において２年連続実施することができませ
んでしたが、令和４年度に感染防止対策を適切に講じて、受講者
に対して人権尊重を意識した児童生徒同士の信頼関係づくりにつ
いて、指導能力の向上を図ることができました。
　本年度の受講者数は、コロナ禍ということもあり定員にはおよ
びませんでした。次年度以降、研修案内を工夫するとともに、受
講者が校内研修等において学びを他の教員に広げることができる
よう研修計画を見直す必要があります。
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30 教職員研修（多文
化共生）

■目的・目標：多様な文化背景をもつ子どもたちについ
ての理解を深めます。

■事業概要：｢川崎市多文化共生社会推進指針｣に基づく
施策と連携しながら、多様な文化背景をもつ子どもたち
についての理解を深めるための研修を実施します。

　帰国・外国人児童生徒教育担当者会を書面開催し、動画視
聴や配布資料を通して外国人児童生徒を取り巻く状況や日本
語指導が必要な児童生徒への支援についての研修を行いまし
た。また、国際教室担当者や児童支援コーディネーター研修
等でも多様な文化的背景をもつ子どもたちについての内容を
取りあげ、理解を深めるとともに、国際教育・多文化共生教
育の推進についての研修を実施しました。

　会議や研修の持ち方を整理し、国際教室担当者や児童支援
コーディネーター研修等で多様な文化的背景をもつ子どもた
ちについての内容を取りあげ、理解を深めるとともに、国際
教育・多文化共生教育の推進についての研修を実施しまし
た。

　会議の在り方を見直し、管理職研修や１年目の支援教育コー
ディネーター研修等で、外国人児童生徒を取り巻く状況や日本語
指導が必要な児童生徒への支援についての研修を行いました。

　管理職、国際教室担当者、支援教育コーディネーター等の様々
な研修の機会を通して研修を実施し、多様な文化背景をもつ子ど
もたちについての理解を深めることができました。
　外国につながりのある児童生徒の人数は大幅に増加しており、
児童生徒理解を深めるとともに、多文化共生教育の推進を図るべ
く引き続き研修等を実施していく必要があります。
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31 スクールカウンセ
ラー研修

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の、子
どもへの理解促進をめざします。

■事業概要：川崎市子どもの権利に関する条例に基づい
て開催される川崎市子ども会議において、条例や子ども
の権利についての学習を支援します。

　スクールカウンセラー研修会をスクールソーシャルワー
カーと合同で年４回開催し、子どもの権利や子ども理解に関
する研修を行うことで、いじめの問題や不登校への対応等、
子どもを取り巻く今日的な課題や対応について理解を深め、
児童生徒・保護者への教育相談活動の充実を図りました。

　スクールカウンセラー研修会をスクールソーシャルワー
カーと合同で年3回（コロナの影響で1回中止）開催し、子
どもの権利や子ども理解に関する研修を行うことで、いじめ
の問題や不登校への対応等、子どもを取り巻く今日的な課題
や対応について理解を深め、児童生徒・保護者への教育相談
活動の充実を図りました。

　令和4年度より、年4回開催しているスクールソーシャルワー
カーと中学校・高等学校を担当するスクールカウンセラーの合同
研修会に、小学校に定期的に派遣を開始した学校巡回カウンセ
ラーも参加し、連携を深めるとともに、いじめや不登校への対応
に合わせて、子どもの権利についての再確認をいたしました。

　子どもの権利に深く関わるスクールカウンセラーやスクールカ
ウンセラーが定期的に子どもの権利についての研修を行うこと
で、相談活動等において、こどもと権利について一緒に考えた
り、その権利をもとに自分のやりたいことに自信をもって取り組
むことの大切さなどを一緒に確認したりすることができました。
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第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　３年間の実施状況及び総括（成果・課題等）

施策の方向Ⅰ　広報・啓発、学習への支援及び市民活動への支援  ３年間の自己評価（A～Cの５段階評価で入力）
達成度＝A：目標を大きく上回って達成　B：目標を上回って達成　C：ほぼ目標どおり　D：目標を下回った　E：事業の廃止

推進施策
該当
する
条文

重点
的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

⑤ 　川崎市子ども会
議の開催や行政
区・中学校区にお
ける子ども会議の
取組の支援によ
り、子どもの自主
的な権利学習を支
援します。

７条

32 7
川崎市子ども会議
（権利学習）（再
掲）

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の子ど
もへの理解促進をめざします。

■事業概要：川崎市子どもの権利に関する条例に基づい
て開催される川崎市子ども会議において、条例や子ども
の権利についての学習を支援します。

　川崎市子ども会議では、条例の意見表明権（参加する権
利）を具現化するために、テーマを設定し子どもたち自らが
活動を進めてきました。子どもたちが意見を表明しやすい雰
囲気を会議の中で醸成できるよう、あらかじめサポーターを
含め会議の内容や進め方について確認をして実施しました。
今年度は、南砺市で開催された「子どもの権利フォーラム
20２０」にオンラインで参加し、他都市の子どもたちとの
交流を通して「子どもの権利」に対する理解や活動の様子に
ついての情報交換をすることができました。

　川崎市子ども会議では、条例の意見表明権（参加する権
利）を具現化するために、今年度は３つのテーマを設定し子
どもたち自らが活動を進めてきました。子どもたちが意見を
表明しやすい雰囲気を会議の中で醸成できるよう、あらかじ
めサポーターを含め会議の内容や進め方について確認をして
実施しました。今年度は、本市で開催された「子どもの権利
条約フォーラム20２１inかわさき」に参加し、他都市や市内
の子ども団体との交流を通して「子どもの権利」に対する理
解や活動の様子についての情報交換をすることができまし
た。

　定例会議で「子どもの権利」や条例について話し合う機会を設
けてたほか、「子どもの権利条約フォーラム」に参加するなど、
子どもの権利について、活発な意見交換が行われました。
　また、「子どもの権利」inフロンパークに、参加するなど、子
どもの権利の啓発活動にも取り組みました。

　川崎市子ども会議の活動にあたっては、常に子どもの権利を念
頭に取り組んでおり、権利学習とあわせて子どもの権利が守られ
ていることを実感することで、より深い関心と理解を促すことが
できました。
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務局
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33

地域教育会議（行
政区・中学校区子
ども会議への権利
学習支援）

■目的・目標：まちづくりや地域の活性化に子どもたち
の意見を取り入れることをめざします。

■事業概要：行政区・中学校区地域教育会議において、
行政区・中学校区子ども会議を開催し、文化・スポーツ
を通した子どもの交流を促進するほか、子どもの意見表
明や権利学習を支援します。

　例年、７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会議で
は、工夫をこらした多彩な活動を行っていますが、令和２年
度については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い緊急
事態宣言が発出され、学校も臨時休業となるなど、事業の企
画や実施に大きな困難を伴いました。そのような中でも、感
染症対策を講じ、オンライン活用等の工夫により定例会等を
開催するほか、オンラインによる子ども会議を実施した事例
もありました。また、市と行政区の子ども会議は、権利の日
のつどいやかわさき子ども集会等の企画を通して連携を意識
した取組を行いました。

　例年、７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会議で
は、工夫をこらした多彩な活動を行っていますが、令和３年
度も、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴う緊急事
態宣言の発出等を受け、事業の企画や実施に大きな困難を伴
いました。そのような中でも、感染症対策を講じ、対面によ
る開催のほか、オンライン活用等の工夫が見られました。ま
た、11月に開催された「子どもの権利条約フォーラム
2021inかわさき」にも参画するなど、交流や参画の視点で
取組を行いました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、地域における活動が
困難に見舞われましたが、子ども会議を担う委員の熱意や創意工
夫により、各地域において参加と交流が育まれました。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、地域活動の実施に深刻な
影響がありましたが、地域での子どもの権利を担保するための検
討が進みました。
　課題としては、地域交流の希薄化等で、地域活動自体が縮小化
する地域があり、地域主体の活動への支援が挙げられます。

C
教育委
員会事
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地域教
育推進
課

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

34 子育てグル－プ育
成事業

■目的・目標：子育て中の保護者が交流し、育児につい
ての学習を通して、仲間づくりや保護者同士の育ちあい
を促進し、地域の育児力の向上を図ります。

■事業概要：地域子育て支援グループの支援を行うほ
か、既存の子育てグループ支援として、研修会等を適宜
実施します。

　子育てグループの活性化が図れるようグループの活動場所
に出向き、育児の学習、健康教育を実施しました。また、地
域の実情に合わせ、区役所の各担当部署が連携して、地域全
体の子育てグループのネットワーク化に取組ました。（開催
回数58回、延べ参加者数550人）

　子育てグループの活性化が図れるようグループの活動場所
に出向き、育児の学習、健康教育を実施しました。また、地
域の実情に合わせ、区役所の各担当部署が連携して、地域全
体の子育てグループのネットワーク化に取組ました。（開催
回数６６回、延べ参加者数１０７３人）

　子育てグループの活性化が図れるようグループの活動場所に出
向き、育児の学習、健康教育を実施しました。また、地域の実情
に合わせ、区役所の各担当部署が連携して、地域全体の子育てグ
ループのネットワーク化に取組ました。（開催回数158回、延べ
参加者数 1728人）

　各地域のグループの特性や希望に合わせ、育児の学習講座や健
康教育を実施しました。
　今後も区役所の各部署と連携しながら、地域全体の子育てグ
ループのネットワーク化に取り組む必要があります。
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35 すくすく子育てボ
ランティア事業

■目的・目標：地域の子育て支援体制の一貫として、子
育てボランティアを支援することで地域の養育能力の向
上を図ります。

■事業概要：地域で子育て支援の役割の一端を担える子
育てボランティアの活動を支援する。また、各地域にお
いてボランティアグループや子育てグループ、関係機関
等のネットワークを構築し、地域の育児力の向上を図り
ます。

　すくすく子育てボランティアの養成により、乳幼児をもつ
親等への支援を更に充実させました。各区において、子育て
支援に関わる機関やボランティア等連絡会議やボランティア
のためのスキルアップ研修会等を開催し、親子を支える地域
の連携を強化しました。（開催回数１３回、延べ参加者数１
９８人）

　すくすく子育てボランティアの養成により、乳幼児をもつ
親等への支援を更に充実させました。各区において、子育て
支援に関わる機関やボランティア等連絡会議やボランティア
のためのスキルアップ研修会等を開催し、親子を支える地域
の連携を強化しました。（開催回数2回、延べ参加者数３１
人）

　すくすく子育てボランティアの養成により、乳幼児をもつ親等
への支援を更に充実させました。各区において、子育て支援に関
わる機関やボランティア等連絡会議やボランティアのためのスキ
ルアップ研修会等を開催し、親子を支える地域の連携を強化しま
した。（開催回数5回、延べ参加者数23人）

　すくすく子育てボランティアの養成及びボランティア連絡会を
実施し、母子を支える地域の連携を実施しました。
　今後も区役所等で実施する子育て家庭を支援する地域づくりに
関わる事業との連携強化を図る必要があります。

C
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室母子
保健担
当

36
子どもの権利に関
する学習等への支
援

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の第７
条「市は、子どもによる子どもの権利についての自主的
な学習等の取組に対し、必要な支援に努めるものとす
る」と定められた条文を具現化するために、学習等への
支援を実施します。

■事業概要：市民や市民グループ等による学習会・研修
会等への資料提供や講師派遣により、子どもの権利に関
する意識を広めます。

　市民団体が市民企画事業を実施する際、子どもの権利に関
心の深い市民や市民団体が自主的に研修等を実施する際等
に、パンフレット等を提供し、延べ7,972部配布し活用して
もらいました。

　市民団体が市民企画事業を実施する際や、子どもの権利に
関心の深い市民や市民団体が自主的に研修等を実施する際、
派遣講師による子どもに関する職員向けの研修等に、パンフ
レット等を延べ5,276部配布し、活用してもらいました。

　市民団体が市民企画事業を実施する際や、子どもの権利に関心
の深い市民や市民団体が自主的に研修等を実施する際、派遣講師
による子どもに関する職員向けの研修等に、パンフレット等を延
べ19,852部配布し、活用してもらいました。

　パンフレットを配布することで、各自が子どもの権利を再確認
することや、子どもの権利の認知度を高めることに繋がっている
と考えられます。また、派遣講師以外にも区の子育てフェスタや
関係部署を通じた資料配布もしたことで学習の機会に繋がりまし
た。
　今後も市民の学習機会がさらに増えるように市民団体や各区保
育総合とも連携し広報していく必要があります。

C
こども
未来局

青少年
支援室

37 青少年関係団体活
動支援事業

■目的・目標：青少年団体の活動の活性化を図り、もっ
て青少年の健全育成を推進します。

■事業概要：川崎市青少年育成連盟（一般社団法人川崎
市子ども会連盟・日本ボーイスカウト川崎地区協議会・
ガールスカウト川崎市連絡会・川崎海洋少年団の４団体
で構成）の活動を支援します。

　青少年育成連盟による中高生リーダー研修等の活動への支
援、また、連盟への助成や、市立小学校や青少年教育施設を
通じて各団体の活動を紹介するリーフレットや会報誌を年２
回配布するなど、広報活動への支援等により団体活動の活性
化と団体相互の連携促進を図りました。

　青少年育成連盟による中高生リーダー研修等の活動への支
援、連盟への助成や、市立小学校や青少年教育施設を通じて
各団体の活動を紹介するリーフレットや会報誌を年２回配布
したほか、ホームページやリーフレットの大幅改訂等を支援
し、団体活動の活性化と団体相互の連携促進を図りました。

　青少年育成連盟による中高生リーダー研修等の活動への支援、
連盟への助成や、市立小学校や青少年教育施設を通じて各団体の
活動を紹介するリーフレットや会報誌を年２回配布するなど、広
報活動への支援等により団体活動の活性化と団体相互の連携促進
を図りました。

　青少年団体の構成員等の減少に伴い、青少年の健全育成を推進
する指導者等が不足している現状も踏まえ、コロナ禍においても
団体活動の継続が行えるよう、積極的に支援しました。また、子
どもやその保護者に団体活動への関心を持ってもらえるよう、
リーフレットやホームページの見直しを図る際に相談助言を行い
ました。
　令和５年度以降も、広報見直しの効果を測定するとともに、引
き続き市立小学校や青少年教育施設と連携し、団体への加入促進
に向けて広報活動を工夫する必要があります。

C
こども
未来局

青少年
支援室

38
川崎区こども総合
支援ネットワーク
会議

■目的・目標：家庭と地域社会、関連施設及び団体相互
の関係を深め、子どもの豊かな育ちや学びを支えるネッ
トワークの構築を目的として事業を実施します。地域に
おける効果的な子育て支援の実施に向けた子育て支援関
係団体間の連携を促進します。

■事業概要：区内の子どもに関わる団体・関係機関によ
るネットワーク会議等を開催し、情報共有と相互協力に
より連携を強化し、子ども・子育て支援の推進を図りま
す。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク
会議全体会議を２回、課題別部会の「思春期問題対策部会」
と「日本語を母国語としない子どもの支援部会」を各２回
（計４回）、講演会を１回開催し、情報共有と相互協力によ
り連携を強化し、子ども・子育て支援の推進を図ることがで
きました。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため。講演会１回を
中止としました。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク
会議全体会議を２回、課題別部会の「思春期問題対策部会」
と「日本語を母国語としない子どもの支援部会」を各２回
（計４回）、講演会を１回開催しました。会議や講演会にお
いてオンラインツールを活用することで、コロナ禍において
も子どもが抱える課題について情報共有と相互連携を行うこ
とで、切れ目のない子ども・子育て支援を推進しました。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク会議
全体会議を２回、課題別部会の「思春期問題対策部会」と「日本
語を母国語としない子どもの支援部会」を各２回（計４回）を開
催しました。オンラインツールを活用することで、コロナ禍にお
いても子どもが抱える課題について情報共有と相互連携を行うこ
とで、切れ目のない子ども・子育て支援を推進しました。

　
　コロナ禍においてもオンラインツールを活用するなどして、３
年間で全体会議を計６回、課題別部会をそれぞれ６回（計12回）
開催し、地域の子どもに関わる団体・関係機関の連携を強化する
ことができました。
　子どもが抱える問題は多様化・複雑化しており、課題の解決に
向けて、これまで以上に子育て支援関係機関との連携が不可欠で
す。会議・課題別部会等の運営方法や取組内容を継続的に見直し
ながら、子どもの支援をより効果的に行える体制を構築する必要
があります。

C
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

39
幸区こども総合支
援ネットワーク会
議

■目的・目標：幸区におけるこども支援及び関係機関等
による情報交換、相互協力等を推進します。

■事業概要：区内の子どもに関わる団体・関係機関によ
るネットワーク会議等を開催し、情報共有と相互協力に
より連携を強化し、子ども・子育て支援を推進します。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関（3７団体）による
ネットワーク会議を書面形式により2回開催し、情報共有を
行いました。「こどもの地域包括ケア部会」では部会を書面
形式により１回開催し、各団体のコロナ禍での活動状況の情
報共有を行いました。講演会について、「小児科のぼくがか
んがえる最高の子育て」というテーマで、対面形式とオンラ
イン方式のハイブリッド型で１回開催しました（会場参加
24名、オンライン参加47名）。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関（3７団体）による
ネットワーク会議を子どもの地域包括ケア部会と統合して、
ハイブリッド式で1回、書面形式で1回開催しました。ま
た、コロナ禍に即した子育てに関する講演会を2回オンライ
ン方式で開催しました（参加56名）。

　ネットワーク会議全体会・こどもの地域包括ケア部会（令和３
年度より両者を統合）を、ハイブリッド方式で1回、書面形式で1
回開催しました。また、子育てに関する講演会を2回（第１回
「子どもが伸びる子育て環境」、第２回「コロナと共に生きる子
どものこころ」）、いずれもオンライン方式で開催しました（参
加３８名）。

　コロナ禍で子育て支援団体のつながりを持つことが難しい中、
会場開催及びオンラインの併用によるハイブリッド方式での情報
交換や講演会の運用を展開することができ、会議や講演会に参加
しやすくなるなどの効果があったと考えています。
　withコロナに移行する中で、どういった工夫を行うことが各団
体の活動の再活性化につながっていくのか等について、様々な検
討を深めながらネットワーク及び取組を強化していく必要があり
ます。

C
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

51
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⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

40
中原区総合子ども
ネットワーク会議

■目的・目標：子どもの健やかな成長を促すための環境
の整備や仕組みづくりを行うために開催します。

■事業概要：区内の子どもに関わる団体・関係機関によ
るネットワーク会議等を開催し、情報共有と相互協力に
より連携を強化し、子ども・子育て支援の推進を図りま
す。

　区内の子育て・子どもに関わる団体・関係機関によるネッ
トワーク会議を書面にて開催し、各部会での活動状況や構成
団体・機関の活動状況について情報を共有しました。また、
ネットワーク委員向けにコロナ禍の子育て支援に関する研修
会を対面及び録画視聴の形式で開催することで、課題意識を
高め子ども・子育て支援の推進を図ることができました。

　区内の子育て・子どもに関わる団体・関係機関によるネッ
トワーク会議を書面にて開催し、各部会での活動状況や構成
団体・機関の活動状況について情報を共有しました。
　また、こども未来局企画課、中原区保育・子育て総合支援
センター及び地域の子育て支援NPO法人から講師を招き、
ネットワーク委員向けの研修をコロナ禍でも参加しやすい録
画配信方式で開催することで、課題意識を高め子ども・子育
て支援の推進を図ることができました。
　各部会は比較的少人数の集まりであることから、オンライ
ン会議やチャット等の新たな手法も取り入れ、継続して実施
しました。

　区内の子育て・子どもに関わる団体・関係機関によるネット
ワーク会議を書面にて開催し、各部会での活動状況や構成団体・
機関の活動状況について情報を共有しました。
　また、地域の子育て支援団体から講師を招き、ネットワーク委
員向けにコロナ禍の子育て事情を学び合う研修をコロナ禍でも参
加しやすいよう対面とオンラインのハイブリッド方式で開催する
ことで、課題意識を高め子ども・子育て支援の推進を図ることが
できました。
　各部会は比較的少人数の集まりであることから、オンライン会
議やチャット等の新たな手法も取り入れ、継続して実施しまし
た。

　ネットワーク会議は４０以上の団体により構成されていること
もあり、コロナ対策のため、従前のように一同に会してのワーク
ショップ形式による交流や情報交換を行うことが困難でした。そ
の中でもそれぞれの課題や取組状況を共有し、子どもや子育てに
関する地域全体での課題認識ができるよう、また関係機関の連携
がスムーズになるよう、オンライン会議等の新たな開催方式を取
り入れて進めました。
　今後は感染状況を注視しながら、対面での交流の機会を増やし
ていきます。また、新たな担い手探しが大きな課題となってお
り、高齢化もあり、年々参加者が減少傾向にあります。区内で意
欲的に活動されている団体や個人の方を探し、新たな仲間づくり
の必要性を普及啓発していきます。

C
中原区
役所

地域ケ
ア推進
課

41
子育てネットワー
ク推進事業

■目的・目標：地域で支え合いながら子育てできる環境
を向上します。

■事業概要：地域で支え合いながら子育てできる環境向
上のため、地域の関係機関や団体等が連携し、区内の子
ども・子育て支援のネットワーク強化を図り、子育てし
やすいまちづくりを推進します。子ども・子育てネット
ワーク会議や転入者子育て交流会、講演会等を実施しま
す。

　子ども・子育てネットワーク会議は、本会議３回（内１回
は新型コロナウイルスの影響で書類送付のみ）、情報部会２
回（子育て情報ガイドブックの編集等）、子育てグループ支
援部会2回（子育てグループの活動上の課題把握等）、研
修・企画部会２回（研修会の企画実施）、外部向け講演会１
回を開催しました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、子育てグループ
交流会を中止しました。転入者子育て交流会は、春の会は中
止とし、秋に感染予防対策を十分に講じたうえで規模を縮小
し開催しました。

　子ども・子育てネットワーク会議は、本会議３回（内１回
は新型コロナウイルスの影響で書類送付のみ）、情報部会２
回（子育て情報ガイドブックの編集等）、子育てグループ支
援部会３回（子育てグループの活動上の課題把握等）、研
修・企画部会２回（研修会の企画実施）、外部向け講演会１
回を開催しました。
　新型コロナウイルス感染対策を実施しながら、子育てグ
ループ交流会を開催しました。転入者子育て交流会は、春と
秋に感染予防対策を十分に講じたうえで規模を縮小し開催し
ました。

　子ども・子育てネットワーク会議を２回、子育て支援関係者連
絡会を６回開催し、関係機関・団体による情報共有と相互の連携
を強化することで、子ども・子育て支援の推進を図りました。
　また、子育てに関するイベント「うぇるかむクラス」をオンラ
インにより開催しました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により集まることが難しい
中、対面・オンラインの併用により会議を開催し、子ども・子育
てに関わる関係者と情報共有、連携を図りました。
　今後も、関係機関・団体と協力・連携して、子ども・子育て支
援に取り組む必要があります。

C
宮前区
役所

地域ケ
ア推進
課

42
子ども支援ネット
ワーク事業（宮前
区）

■目的・目標：子育てを地域社会全体で支えるために、
地域の関係者が連携し、支援体制を強化するとともに、
子ども・子育てに係る多様な問題を解決・改善するため
に、団体間の連携やネットワークの強化を図ります。

■事業概要：子ども・子育てに関わる団体・機関の代表
者で構成する子ども・子育てネットワーク会議及び、未
就学児に関する事項を扱う「子育て支援関係者連絡会
（こしれん）」を開催し、情報共有や相互協力を図り、
子ども・子育て支援の推進につなげます。

　子ども・子育てネットワーク会議１回、子育て支援関係者
連絡会３回を開催し、情報共有と相互協力により連携を強化
することで、子ども・子育て支援の推進を図りました。

　子ども・子育てネットワーク会議２回（オンライン開催：
１回）、子育て支援関係者連絡会５回を開催し、情報共有と
相互協力により連携を強化することで、子ども・子育て支援
の推進を図りました。

　子ども・子育てネットワーク会議を２回、子育て支援関係者連
絡会を６回開催し、関係機関・団体による情報共有と相互の連携
を強化することで、子ども・子育て支援の推進を図りました。
　また、子育てに関するイベント「うぇるかむクラス」をオンラ
インにより開催しました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により集まることが難しい
中、対面・オンラインの併用により会議を開催し、子ども・子育
てに関わる関係者と情報共有、連携を図りました。
　今後も、関係機関・団体と協力・連携して、子ども・子育て支
援に取り組む必要があります。

C
宮前区
役所

地域ケ
ア推進
課

43
こども・子育て支
援地域連携事業

■目的・目標：多摩区で子ども・子育て支援に関わる
様々な団体や関係機関が子育て支援の現状や課題を共
有・検討するネットワークづくりを強化し、地域全体で
の子育て支援を推進します。

■事業概要：地域で子育て支援に関わる各活動が、目的
や価値観を共有するための「多摩区こども・子育て支援
基本方針」をもとに、「多摩区こども総合支援連携会
議」や「たまっ子育成会議」を開催し、子育て支援を現
状や課題の共有や検討を進めて行きます。

　区内の子ども・子育てに関わる団体・関係機関による会議
「多摩区こども総合支援連携会議」を書面会議で開催しまし
た。書面会議では、各団体のコロナ禍における子ども・子育
て関係活動の状況などを事前に回答いただき、共有を行いま
した。
　また、「たまっ子育成会議」については、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、中止いたしましたが、「子ども
たちと共に 多様な人たちが多様なままで いきいきと生きる
ために」をテーマに参加予定者等を対象とした講演会を開催
しました。当日の講演会については、当日参加できない方む
けに録画収録を実施しました。

　区内の子ども・子育てに関わる団体・関係機関による会議
「多摩区こども総合支援連携会議」を新型コロナ感染拡大防
止の観点から、会議室及びオンラインのハイブリット形式で
開催しました。会議では、各団体から「コロナ禍での取組」
の事例を発表いただき、コロナ禍で工夫している点や課題な
どの共有を行いました。
　また、「たまっ子育成会議」については、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、中止しましたが、子どもの権利
条例施行２０年を迎え、子どもの権利への理解をより一層深
めるため、「子どもの権利について考えてみませんか」を
テーマに講演会を録画配信により開催しました。

　区内の子ども・子育てに関わる団体・関係機関による会議「多
摩区こども総合支援連携会議」を開催しました。会議では、各団
体から取組状況の報告や子ども・若者調査分析及び子ども・若者
未来応援プランについて、意見交換を行いました。
　また、市が行った調査により、「新型コロナウイルス感染拡大
前と比べて、子どもの生活面で心配なことがあるか」という保護
者への問いに対して、「ゲーム・PC・スマホなどを利用する時間
が増えた」との回答が最も多いという結果がでました。それを受
けて、地域の子育て支援に関わっている方々向けに、ネット・
ゲーム・スマホ依存について、ネットやゲームの現状、子どもに
与える影響、家庭等で実践できる対策等を正しく理解していただ
くため、本講演会を開催しました。

「多摩区こども総合支援連携会議」を開催することにより、子育
て支援の現状や市・区の取組など共有することができ、多摩区で
子ども・子育て支援に関わる様々な団体や関係機関のネットワー
クづくりを推進することができました。
　今後も、区内の子ども・子育て支援を実行力のあるものにする
ため、子ども・子育て支援に関わる団体や機関同士の関係づくり
をさらに進めていく必要があります。

C
多摩区
役所

地域ケ
ア推進
課

44 麻生区子ども関連
ネットワーク会議

■目的・目標：区における子ども関連団体、グループや
関係機関の連携を図り、子育てや子どもの育成を地域全
体で支援することを目的・目標としています。

■事業概要：区内の子どもに関わる団体・関係機関によ
るネットワーク会議等を開催し、情報共有と相互協力に
より連携を強化し、子ども・子育て支援の推進を図りま
す。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク
会議等を開催し、意見交換するなど、情報共有と相互協力に
より連携を強化し、子ども・子育て支援の推進を図ることが
できました。委員向けの研修としては、「支援する子どもや
親とのかかわり方を振り返る」講義を行いました。また、区
内の子育て関連サークル等の講座をオンラインで実施し、
サークルを超えたオンラインの活用に関する意見交換を行い
ました。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク
会議等を開催し、意見交換するなど、情報共有と相互協力に
より連携を強化し、子ども・子育て支援の推進を図ることが
できました。委員向けの研修としては、「子ども・保護者の
意識・実態を理解し、地域で育てていくために」講義を行い
ました。また、区内の子育て関連サークル等の交流会をオン
ラインで実施し、活動に関する意見交換・情報共有を行いま
した。区民向け研修としては、オンラインで「子ども向け運
動教室」を行いました。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク会議
及び委員向け研修等を開催し、意見交換するなど、情報共有と相
互協力により連携を強化し、子ども・子育て支援の推進を図るこ
とができました。
　また、区内の子育て関連サークル等の交流会をオンラインで実
施し、活動に関する意見交換・情報共有を行いました。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関等の連携を促進し、子育
てや子どもの育成を地域全体で支援するような地域づくりに寄与
しました。
　多くの団体・関係機関等に参加していただくため、議事や事業
内容に合わせて、オンライン活用など開催方法の工夫を行いま
す。

C
麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課

45 あさお子育てサ
ポートほいくえん

■目的：区内各保育園・幼稚園・認定こども園が実施し
ている育児相談や遊びの場の提供等の地域子育て支援事
業について、事業の広報や、地域の親子とのつなぎ役と
して、事業を支援し、子育ての不安感・孤立感・負担感
の軽減を図ります。
　
■事業概要：案内ちらし及び月たよりの作成・配架。保
育園・幼稚園・認定こども園の地域支援広報誌の作成配
布を行います。

　新型コロナ感染拡大防止のため、区内各保育園等での実施
は減少していたが、実施している内容を広報していくように
しました。

　対象である未就学児がソーシャルディスタンスを保つのが
難しく、マスク着用も難しいため、令和3年度も子育てフェ
スタは中止としましたが、フェスタにおけるイベントの一つ
である保育園児・幼稚園児の作品展についてはオンラインで
開催し、子育て支援を行いました。

　区内保育所等、認定こども園、幼稚園から地域子育て支援の情
報を集約して月1回広報紙を作成し区内の親子が行く、地域子育
て支援センターやこども文化センター区役所等施設へ配架依頼し
ています。コロナが落ち着いてきた年度後半は地域子育て支援を
実施する園が増えてきました。イベント等を実施した時のアン
ケートを見ると、「はばたけあさおっこ」をみて参加された方も
多くいて、まだ、紙面での需要が高いと感じています。

　区内保育所等、認定こども園、幼稚園等乳幼児に関わる関係機
関から情報を収集できるようになり、各施設で地域子育て支援の
ことを意識してくれるようになりました。
　現在紙面での提供を実施していて需要も高いが、SDGｓの観点
からも子育てアプリの活用へ移行していきます。

C
こども
未来局

麻生区
保育総
合支援
担当

46
かわさき区子育て
フェスタ

■目的・目標：暮らしやすく、子育てしやすい地域づく
りを目指してかわさき区子育てフェスタを実施します。
子育てフェスタの参加者が、楽しみながら子育てに関す
る情報を得たり、子育てを支援する側と出会うことによ
り、区内の子育て支援を円滑に推進します。

■事業概要：区内の子どもに関わる活動をしている市民
活動団体等と連携して、地域の子育て情報の提供及び交
流の場となるようなイベントを開催します。

　第１回実行委員会は書面会議で開催に向けて検討し,ました
が、。９月の子育てフェスタは、コロナ感染症拡大予防対策
のため、中止としました。
　新たに、子育て支援関係機関の紹介チラシ「かわさき区子
育て応援団」を１３,５００部発行し、子育て情報の発信を行
いました。

　新型コロナ感染拡大防止のため、来場イベントは中止しま
したが「おうちでフェスタ」として音楽イベントや子育てグ
ループ、主任児童委員、地域子育て支援センター等と協働で
企画・制作した「地ケア大喜利」等の動画をYouTube川崎
区チャンネルにアップしました。

　新型コロナ感染拡大防止策を講じ、来場イベントを事前申込制
で3年ぶりに開催し、大人139人、子ども116人（85組）が参
加しました。
　オンラインイベントの「おうちでフェスタ」では、各団体と連
携して音楽イベントやおやこ救急教室等の６本の動画を企画・制
作し、川崎区YouTubeチャンネルに掲載し、7,000回を超える
視聴がありました。

　かわさき区子育てフェスタは、従来の開催方法を検討し、コロ
ナ感染拡大防止策を講じながら実施しました。来場イベントとオ
ンラインイベントを通じで子育てフェスタの参加者が、楽しみな
がら子育てに関する情報を得たり、子育てを支援する側と出会う
ことができました。

　子育て中の家庭が、孤立感、負担感、不安を抱えないよう、子
育て情報の発信や市民グループとの交流、子育て関係機関との連
携がますます重要になってきています。

C
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

52
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局
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課

計画期間の取組内容

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

47
みんなで子育て
フェアさいわい

■目的・目標：子育て支援機関と連携し地域全体の交流
を深め、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、
子育てフェアを開催します。

■事業概要：区内の子育て支援機関や団体が協力し、遊
びや体験を通して親子が地域とふれあうことのできる機
会として子育てフェアを開催します。

　区内の子育て支援団体１８団体と連携し、みんなで子育て
フェア部会を4回開催しました。令和2年度は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、人を集めてのイベント開催
は回避し、15団体・企業の協賛を得て、スタンプラリー方
式で区内の子育て機関や公園などを親子で巡るフェアを約
1ヵ月半開催しました。例年より2.5倍の約2000名の参加
があり、参加満足度９５％と、参加者数と満足度の向上につ
ながりました。

　区内の子育て支援団体１８団体と連携し、みんなで子育て
フェア部会を4回開催し、10月に開催予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染症の第5波で2月下旬実施へと延期とし、
さらに2月下旬の開催についても第6波の影響で中止となり
ました。イベントとしては中止となりましたが、子育て関係
機関が準備を行う過程で、相互にコロナ禍における活動の情
報交換を行ったほか、昨年度を上回る18団体・企業からの
協賛を得る予定であったことから、子育てフェアのイベント
企画を通じて、多様な主体の子育て施策への参画を促進する
ことができました。

　区内の子育て支援団体約20団体と連携し、みんなで子育てフェ
ア部会を4回開催しました。令和３年度に実施予定てあった案を
より充実強化させ、スタンプラリー方式で区内の子育て関連施設
や公園などを親子で巡るフェアを３週間開催しました。また、幸
区制50周年事業と連携し、子育て支援団体が推薦する飲食店を含
めた22団体・企業の協賛を得ました。1,000名以上の参加があ
り、参加者満足度94％と、参加者数、満足度共に高いイベントと
なりました。

　スタンプラリー方式を新たに採用することによって、より多く
の団体や企業との連携が生まれ、参加者も増加するなどの効果が
あったと考えています。
　withコロナに移行する中で、スタンプラリーを継続するかコロ
ナ前に実施していた終日型のイベントにするか等について、より
良い取組となるよう、対象者のニーズを探りつつ実施内容等を検
討していく必要があります。

C
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

48 子育て支援団体関
係交流会

■目的・目標：子育て支援団体等が交流することで情報
の共有化や地域における子育て支援の連携、拡充を図り
ます。また、地域における次世代の担い手育成につなげ
ます。

■事業概要：子育て支援団体交流会等を年１～２回開催
し、地域における子育てグループの連携を進めます。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、交流会を開催
することはできませんでしたが、みんなで子育てフェアさい
わいの実施において、子育てサークルの紹介ポスターをスタ
ンプスポットに掲示するなどして、情報の共有を図ることに
つなげました。

　こどもの地域包括ケアシステム部会を区内子育て団体の参
加も呼びかけ、ハイブリッド式で1回開催しました。

　区内子育て支援団体の参加を広く呼びかけた上で、幸区こども
総合支援ネットワーク会議全体会・こどもの地域包括ケアシステ
ム部会と兼ねる形で、子育て支援団体関係交流会をハイブリッド
方式で1回開催し、情報交換や意見交換を行う場を提供しまし
た。

　コロナ禍で子育て支援団体のつながりを持つことが難しい中、
幸区こども総合支援ネットワーク会議の開催に併せてハイブリッ
ド方式で情報交換の場を提供することができ、会議に参加しやす
くなるなどの効果があったと考えています。
　子育て支援機関と子育てサークルが相互に交流することで、お
互いの情報を共有し、活動に活かしていくための場を今後も引き
続き提供していく必要があります。

C
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

49 なかはら子ども未
来フェスタ

■目的・目標：区内の子どもに関する団体や機関が一堂
に会し、情報交換、交流の場を設けることによって、地
域全体で連携して子どもを支援するための一助とするた
めに開催します。

■事業概要：区内の子どもとその親子を対象に、地域の
子育て支援者等との交流を目的・目標とした交流事業を
年１回開催します。

　区民との協働により実行委員会を６回開催し、コロナ禍で
あっても「地域全体で子育てを支援する風土づくり」という
目的を達成するため何ができるか検討を重ね、密を避けるた
め「子どもたちの作った大きな作品展示」及び「区内の子育
て支援施設・団体による子育て情報の発信」を中心に開催し
ました。
　メイン作品は区内の子ども達による「海の仲間」のぬり絵
を全長約２０ｍの巨大なキャンバスに繋ぎ合わせてひとつの
大きな作品を作成し、区内の商業施設である「グランツリー
武蔵小杉」に展示しました。子育て情報の展示と併せて大変
多くの方に中原区の子育て支援情報を知っていただくことが
できました。
　また、メイン作品作成の過程では実行委員に加えて小学生
～大学生のジュニアスタッフにも協力していただき、地域の
多様な人材の連携を深めることができました。

　区民との協働により実行委員会を７回開催し、コロナ禍で
あっても「地域全体で子育てを支援する風土づくり」という
目的を達成するため何ができるか検討を重ね、密を避けるた
め商業施設の全面協力により「皆の願いを乗せた星が中原区
の夜空を飾るフォトスポット」「子育てお役立ちマップや子
育てサポート情報の展示とクイズラリー」「子育て世代の交
流を目的としたオンライン企画」等を中心に開催しました。
　「グランツリー武蔵小杉」を始めとした区内の商業施設と
連携して実施することで、大変多くの方に中原区の子育て支
援情報を知っていただくことができました。
　また、展示物準備の過程や開催当日には、実行委員に加え
て小学生～高校生のジュニアスタッフにも協力していただ
き、地域の多様な人材の連携を深めることができました。

　区民との協働により実行委員会を４回開催し、コロナ禍であっ
ても「地域全体で子育てを支援する風土づくり」という目的を達
成するため何ができるか検討を重ね、商業施設の全面協力により
「ミミケロワークショップ」「子育てお役立ちマップや子育てサ
ポート情報の展示とクイズラリー」「ミミケロシアター（ひとみ
座人形劇等）」等を中心に開催しました。
　特に今年度は１１の地域の子育て支援団体によるワークショッ
プ（屋外ブース）を実施することで対面での交流を再開すること
ができました。
　また、展示物準備の過程や開催当日には、実行委員に加えて小
学生～高校生のジュニアスタッフにも協力していただき、地域の
多様な人材の連携を深めることができました。

　従前のように区役所会場に大人数が集まるイベント開催にこだ
わらず、商業施設やオンライン等による手法を工夫することで新
しい連携が生まれる等の可能性が広がりました。引き続き、子育
て支援団体や乳幼児親子が安心して参加できる開催方式を試行錯
誤しながら実施します。
　また、当日の参加団体は集まるものの、事前の企画運営から主
体的に関わってくれる人材が不足しているため、様々な手法で
募っていく必要性があります。
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50 高津区子ども・子
育てフェスタ事業

■目的・目標：子どもを育てる力及び地域全体で子育て
を支えている意識を向上します。

■事業概要：子育て中の保護者や子育て支援に関心のあ
る区民が、子どもと共に楽しく過ごしながら、関連する
情報が得られる中で、子どもを育てる力の向上を図りま
す。また地域の子育て支援機関や団体等及び関係行政機
関が協働し実施することで、地域全体で子育てを支えて
いる意識の向上を図ります。

　11月1４日（土）に第16回高津区子ども・子育てフェス
タを開催。乳幼児から小・中学生の子どもとその保護者を対
象に、子育てグループ、子育てを支援する団体・機関などを
紹介する展示や催し物を開催しました。また、０歳からのコ
ンサートを録画しYoutubeで配信しました。新型コロナウイ
ルス感染対策のため、事前申込で午前と午後の入替制で実施
し、来場者は４５０人でした。

　11月６日（土）に第1７回高津区子ども・子育てフェスタ
を開催。親子等を対象に、子育てグループ、子育てを支援す
る団体・機関などを紹介する展示や催し物を開催しました。
また、０歳からのコンサートを録画しYoutubeで配信しまし
た。新型コロナウイルス感染対策のため、事前申込で午前と
午後の入替制で実施し、来場者は３６０人でした。

　９月１７日（土）に第1８回高津区子ども・子育てフェスタを
開催。親子等を対象に、子育てグループ、子育てを支援する団
体・機関などを紹介する展示や催し物を開催しました。新型コロ
ナウイルス感染対策のため、事前申込で午前と午後の入替制で実
施し、来場者は３３３人でした。

　来場者アンケートの結果から、「コロナ禍で生まれお祭りなど
の経験がなかったのでとても楽しかったです」など子どもと楽し
く過ごせましたという感想を多くいただきました。また、関係団
体が一つのイベントを協力して作りあげることで連携を強化する
ことができました。
　イベントに来場していただいた多くの親子に楽しんでもらえる
一方で、当日来場できない方もいらっしゃるため開催方法など改
善する余地があります。今後も、地域の子育て支援機関や団体等
及び関係行政機関が協働実施する予定です。
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51
みやまえ子育て
フェスタ

■目的・目標：豊かな子育て環境を実現し、区内の子育
てに関わる人々の連携を図るとともに、子育てしながら
地域の中で活躍する人材を育成することを目的・目標と
します。

■事業概要：乳幼児を持つ親たちとその関係者に向け
た、子育てに関する情報発信と交流のためのイベントを
当事者である子育て中の母親たちが企画、運営します。

　10月24日（土）に宮前市民館で開催しました。今回の
テーマは「つなごうこころとこころ」で、当日は約300人の
来場者がありました。新型コロナウイルス感染症対策とし
て、プログラムの一部を10月12日（月）、15日（木）、
20日（火）に分散して実施したり、当日のイベントを事前
予約制にしたりする等の工夫を行うとともに、特設のホーム
ページ「子フェスタ広場」やＳＮＳを活用して子育てに関す
る情報発信や交流の場の提供を行い、健全な子育て環境の実
現に資することができました。
　その他、会場ではパネル展示により子どもの権利保障に関
する広報を行いました。

　10月23日（土）に宮前市民館で開催しました。今回の
テーマは「ここにいるよ」で、当日は約600人の来場者があ
りました。新型コロナウイルス感染症対策として、プレイベ
ントをオンラインで実施したり、当日のイベントを事前予約
制としたりする等の工夫を行うとともに、特設のホームペー
ジやＳＮＳを活用して子育てに関する情報発信や交流の場の
提供を行い、健全な子育て環境の実現に資することができま
した。
　その他、会場ではパネル展示により子どもの権利保障に関
する広報を行いました。

　10月22日（土）に宮前市民館で開催しました。今回のテーマ
は「ゆっくり深呼吸、心のマスクをはずそうよ」で、当日は約
1,000人の来場者がありました。コロナ以降初の全館使用での子
フェスタとなり、区内の子育て関連部署と連携し、子育てに関す
る情報発信と交流の場の提供を行い、健全な子育て環境の実現に
資することができました。
　その他、会場ではパネル展示により子どもの権利保障に関する
広報を行いました。

　毎年10月にイベントを実施し、会場で「子どもの権利条約」等
の人権に関するパネル展示やリーフレットの配布を実施し、区民
に広く広報することができました。
　コロナ禍において子育てグループの活動が中止や縮小の方向に
進み、新規の立ち上げもやや停滞している感がある。最新の情報
の収集に努め、適切に必要とする方へ提供できるような工夫が必
要です。
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夏休み子どもあそ
びランド

■目的・目標：子どもたちに、居住地域を「ふるさと」
として実感するきっかけとしてもらうと同時に、「あそ
び」を通して様々な市民が交流することで、多様で一体
的な地域形成へ向けた一助とします。

■事業概要：子どもたちに、居住地域を「ふるさと」と
して実感するきっかけとしてもらうと同時に、「あそ
び」を通して、遊びやゲームの得意な地域の人たちが集
まり、たくさんの遊びやゲームを子どもたちに教え一緒
に楽しむ夏休みのイベントを行い、地域のシニア、親
子、中高生、障がい者等、様々な市民が交流すること
で、多様で一体的な地域形成へ向けた一助とします。

　8月23日（日）に宮前市民館全館を使って開催する予定で
したが、企画運営委員会で協議した結果、新型コロナウイル
ス感染症対策のため中止しました。
　代替イベントとして、当日は「夏休み子どもあそびランド
特別企画　ホールで紙飛行機を飛ばしてみよう」を開催し、
約200人の来場者がありました。多世代交流と夏休みの思い
出づくりを目的に、地域のボランティアによる紙飛行機の
ワークショップと非日常空間である大ホールでの遊び体験を
行い、地域で一体となって子どもの成長を支える地域コミュ
ニティの創造につなげることができました。

　8月21日（土）、22日（日）に宮前市民館で開催する予
定でしたが、企画運営委員会で協議した結果、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため中止しました。さらに、「冬
もあそぼう！夏休み子どもあそびランド」として、1月23日
（日）、29日（土）にも事前予約制の「あそび」を中心と
するイベントを企画しましたが、直前に中止となりました。
　特別企画として、11月13日（土）に「ホールで紙飛行機
を飛ばしてみよう」を開催し、約135人の来場者がありまし
た。多世代交流と子どもたちの思い出づくりを目的に、紙飛
行機のワークショップと非日常空間であるホールでの遊び体
験を行いました。地域の大人や学生がボランティアとして参
加し、地域で一体となって子どもの成長を支える地域コミュ
ニティの創造につなげることができました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により開催できない年が続い
ていましたが、３年ぶりに8月20日（土）、21日（日）に「夏
休み子どもあそびランド２０２２」を開催し、約980人が来場し
ました。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、午前中のみ・２日間に
分けての開催とし、事前予約制のコーナーを設けることで会場内
に人が密集しないようにするなどの対応を図りました。サポー
ター（学生ボランティア）も人数が集まり、当日の運営も滞りな
く行うことができました。当日は、地域のシニアと学生サポー
ターが協力して地域の子どもたちに様々なあそびを教えており、
地域における多世代交流の促進につなげることができました。

　コロナ禍においてもできるイベントをできる時期に柔軟に実施
し、多世代交流と子どもたちの思い出づくりという事業目的を実
現することができました。
　地域のつながりづくりが求められている中で、最新の情報の収
集に努め、安全に多様で一体的な地域形成に向けて事業を推進す
る必要があります。
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53
たまたま子育てま
つり

■目的・目標：多摩区で子育て中の保護者が孤立せず、
地域全体で子育てを支えていく環境づくりと生涯学習の
推進を目的・目標としています。

■事業概要：子育て情報の発信や子育て中の親と関係団
体との交流を目的・目標にした「たまたま子育てまつ
り」を開催し、地域で連携して親の子育てを支援しま
す。

　多摩区総合庁舎での開催（年１回、９月第３日曜日開催）
予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため６月
の実行委員会で中止決定しました。
　市民と行政機関で構成された実行委員会を３回、参加団体
説明会を１回開催しました。

　多摩区総合庁舎で9月１７日（日）に開催予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、８月の実行委員
会で中止を決定しました。
　市民と行政機関で構成された実行委員会を７回、参加団体
説明会を１回開催しました。

　多摩区総合庁舎で9月18日（日）に3年ぶりに開催しました。
新型コロナウイルス感染症対策として、参加者と来場者の安全・
安心を守るため、来場予約、午前午後の2部制を取り入れ、昼休
みにホールでイベントを開催しました。当日は悪天候にも関わら
ず22団体が参加、約1500人が来場しました。ボランティアは地
域の方や大学生など2日間で延べ約90人が来てくれました。市民
と行政機関で構成された実行委員会を10回、参加団体説明会を2
回開催しました。子育てに必要な情報、学びの機会を提供し、来
場した親子と参加している子育て支援団体とが交流し、双方に
とって有意義なおまつりとなりました。

　参加者に子どもが多いこともあって、安全・安心を確保しなが
らの開催が必要であるとして、新型コロナウイルス感染症のため
に２年間中止になりました。３年目は開催するために様々な工夫
ができました。久しぶりのおまつりの開催であり、行き場のな
かった親子に楽しみの場を提供することができました。
　改めて、このまつりの趣旨を実行委員会と行政機関とが確認
し、共有することが重要です。また、今後も社会状況に合わせて
開催の工夫をしていくとともに、地域の活動もまた活発に戻って
きているので多くの参加者、来場者を受入れる体制づくりが課題
です。
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的

取組
№ 再掲 ①事業名 ②事業概要等 ③令和2年度実施状況 ③令和3年度実施状況 ④令和4年度実施状況 ⑥３年間の成果・課題

⑦３年
間の自
己評価

⑧所管
局

⑧所管
課

計画期間の取組内容

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

54 あさお子育てフェ
スタ

■目的・目標：多様な主体が集い、交流する機会を設
け、区民に、支援の情報収集や、親同士・世代間の交流
の機会、親子で楽しむ催しなど、地域で子育てを応援す
ることを目的・目標としています。

■事業概要：子育て世代が子育てにおける不安や悩みを
抱え孤立することのないように、行政と地域の子育て支
援団体等が協働して「子育てフェスタ」を開催し、必要
な子育て情報を提供し、地域の団体とのつながり・子育
て世代同士の交流の機会をつくり、日ごろのストレスや
悩みの解消につなげます。

　コロナ禍での実施に向け、予約制で人数制限をし、さらに
各ブースの催しも密にならない手法への変更を関係機関及び
関係各課と検討を重ねましたが、対象である未就学児がソー
シャルディスタンスを保つのが難しく、マスク着用も難しい
ため、来場者の感染リスクを考え、令和２年度は中止としま
した。

　対象である未就学児がソーシャルディスタンスを保つのが
難しく、マスク着用も難しいため、令和3年度も子育てフェ
スタは中止としましたが、フェスタにおけるイベントの一つ
である保育園児・幼稚園児の作品展についてはオンラインで
開催し、子育て支援を行いました。

　「子育てするなら麻生区で～安心・楽しい・助かる～」をテー
マに、区役所・市民館において、世界の遊びやダンス、おもちゃ
作り、読み聞かせ、子育て支援情報の紹介など幅広い内容の催し
を行うとともに、新たに図書館との連携、「しんゆりフェスティ
バルマルシェ」へのブース出展、新百合トウェンティワンビルで
作品展示を実施しました。（参加者数：約2,500人）

　新型コロナウィルス感染症の影響により令和２・３年度は中止
となりましたが、令和４年度は開催することができました。地域
の子育て関連団体等と連携して開催することで、ネットワークが
強化され、地域で子育てを支えるまちづくりを推進することがで
きました。また、子育て世代に必要な情報を届けるとともに、育
児相談や親子で遊べる場を提供することで、安心して子育てがで
きる環境づくりに寄与することができました。
　新型コロナウイルス感染症に配慮して実施したため、「子育て
中の親同士が知り合い、交流する機会」としては効果が限定的と
なりました。また、「あさお子育てフェスタ」を何で知ったかに
ついてアンケートをとったところ、「その他・口コミ」が最も多
く、「市政だより」「保育所・幼稚園」と続いたため、今後はHP
など電子媒体での広報の幅を広げ、展開していきたいと考えてい
ます。
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ＰＴＡ活動への支
援

■目的・目標：子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活
動の支援をめざします。

■事業概要：ＰＴＡ活動の更なる活性化を図るために、
研修の開催等の支援を行い、連携を強化していきます。

　ＰＴＡ活動における各委員会の役割を考え、他校との情報
交換を行う研修会を各区で開催し、延べ５４７名が参加しま
した。

　ＰＴＡ活動における各委員会の役割を考え、他校との情報
交換を行う研修会を各区で開催し、延べ１１8０名が参加し
ました。

　ＰＴＡ活動における各委員会の役割を考え、他校との情報交換
を行う研修会を各区で開催し、延べ1,237名が参加しました。

　ＰＴＡ活動への理解を深め、各学校でのＰＴＡ活動を支援する
することができました。研修会を開催する際には、常に意識をし
て取り組みました。
　ＰＴＡ役員は単年度で交代していくため、継続して支援を行う
必要があります。
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